
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 衛藤 博昭

１ 日 時

令和４年３月１８日（金） 午前１０時００分から

午後 ３時３５分まで

２ 場 所

第５委員会室

３ 出席した委員の氏名

衛藤博昭、今吉次郎、御手洗吉生、馬場林、平岩純子、戸高賢史、末宗秀雄、

小川克己

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

鴛海豊、小嶋秀行、吉村哲彦、猿渡久子

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 山田雅文、生活環境部長 磯田健、

病院局長 井上敏郎 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第３号議案、第４号議案、第１３号議案及び第

２２号議案から第２９号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって

決定した。

請願１４については、採択とすべきものと全会一致をもって決定し、請願１５につい

ては、不採択とすべきものと賛成少数をもって決定した。

（２）第１７号議案及び第２１号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答す

ることに、いずれも全会一致をもって決定した。

（３）陳情３７、３８について質疑を行った。

（４）第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の決定について、大分県地震・

津波防災アクションプランの中間見直しについて、新型コロナウイルス感染症について

及び大分県循環器病対策推進計画についてなど、執行部から報告を受けた。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一

政策調査課調査広報班 主任 佐藤千種



福祉保健生活環境委員会次第

日時：令和４年３月１８日（金）１０：００～

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 生活環境部関係 １０：００～１２：００

（１）合い議案件の審査（付託委員会：総務企画委員会）

第１７号議案 大分県個人情報保護条例等の一部改正について

第２１号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第２７号議案 大分県自然海浜保全地区条例の一部改正について

第２８号議案 大分県人権尊重社会づくり推進条例の一部改正について

（３）付託外案件の審査

陳情３８ 大分県人権尊重社会づくり推進条例改正案の不採択を求めることについて

（４）諸般の報告

①第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定について

②大分県地震・津波防災アクションプランの中間見直しについて

③大分県気候変動適応センターの活動報告について

④日本ジオパーク再認定審査結果について

（５）その他

３ 病院局関係 １３：００～１３：３０

（１）付託案件の審査

第１３号議案 令和４年度大分県病院事業会計予算

第２９号議案 権利の放棄について

（２）その他

４ 福祉保健部関係 １３：３０～１６：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ３号議案 令和４年度大分県国民健康保険事業特別会計予算

第 ４号議案 令和４年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

第２２号議案 大分県福祉のまちづくり条例の一部改正について

（土木建築委員会及び文教警察委員会へ合い議）

第２３号議案 大分県医師研修資金貸与条例の一部改正について



第２４号議案 大分県国民健康保険財政安定化基金条例等の一部改正について

第２５号議案 大分県介護福祉士等修学資金貸与条例の廃止について

第２６号議案 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に

ついて

請願１４ 子どもたちへの新型コロナワクチン接種に関して配慮を求めることについて

請願１５ ２０２２年度年金支給額引き下げ中止を求める意見書の提出について

（３）付託外案件の審査

陳情３７ コロナ感染拡大防止策について

（４）諸般の報告

①新型コロナウイルス感染症について

②大分県循環器病対策推進計画について

③介護事業者認証評価制度の創設について

④「健康寿命日本一」への取り組みについて

⑤ヤングケアラーに関する実態調査について

（５）その他

５ 協議事項

（１）その他

６ 閉 会
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別 紙 

会議の概要及び結果 

衛藤委員長 ただいまから、福祉保健生活環境

委員会を開きます。 

なお、御手洗委員は遅れて出席します。 

 また、本日は委員外議員として鴛海議員、小

嶋議員、猿渡議員に出席いただいています。 

 ここで、委員外議員の皆様に申し上げます。 

  発言を希望される場合は、各説明事項及び諸

報告の区切りごとに委員の質疑終了後に挙手し、

私から指名を受けた後、御発言願います。 

 進行状況を勘案しながら議事を進めていくの

で、あらかじめ御了解願います。 

 本日は審査の都合上、予算特別委員会分科会

もあわせて行うので、御了承願います。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案１２件、総務企画委員会から合い議があっ

た議案２件、請願２件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

生活環境部関係の審査に入ります。 

 初めに、合い議案件の審査を行います。 

まず、第１７号議案大分県個人情報保護条例

等の一部改正について及び第２１号議案大分県

使用料及び手数料条例の一部改正について執行

部の説明を求めます。 

佐藤県民生活・男女共同参画課長 議案書の１

９３ページ、第１７号議案大分県個人情報保護

条例等の一部改正についてのうち、本委員会関

係部分である第２条大分県特殊詐欺等被害防止

条例の一部改正について御説明します。 

お手元の福祉保健生活環境委員会資料１ペー

ジをお開き願います。   

 社会全体のデジタル化が急速に進む中、１に

あるデジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律が昨年５月に公布され、現

行の個人情報保護法と行政機関個人情報保護法

及び独立行政法人等個人情報保護法の三つの法

律が４月から個人情報保護法に統合されます。 

 この改正概要は、その下の２の右側にあるよ

うに第４章に総則を新設したことや、第５章を

新設し、行政機関等の義務等を盛り込んだこと

など条項が大きく変更しています。 

 今回の大分県特殊詐欺等被害防止条例の一部

改正は、３のコメ印にあるように、条例の第２

０条及び第２４条において個人情報保護法の条

文を引用しているために、法改正による条項の

変更を反映するものです。 

 具体的には、下段左側の第２０条では法第２

条第５項が第１６条第２項に変更となるものな

ど三つ、右側の第２４条では第１６条が第１８

条に変更となるものなど九つあるので、それら

の改正を行います。 

 最後に４施行日ですが、法の施行日と同じ令

和４年４月１日を予定しています。 

三股消防保安室長 議案書の２０１ページ、第

２１号議案大分県使用料及び手数料条例の一部

改正についてのうち、消防保安室に関係する高

圧ガス及び液化石油ガス関係事務について御説

明します。 

資料の２ページをお開きください。 

 １概要ですが、今回、地方公共団体の手数料

の標準に関する政令に定められている手数料の

標準額が、人件費や物価変動等により生じた乖

離を解消するために見直されることから、この

政令の対象のうち、当室が所管する高圧ガス関

係事務の試験手数料及び液化石油ガス関係事務

の販売事業者認定手数料、貯蔵施設等変更許可

手数料及び試験手数料を変更する必要が生じた

ため、所要の改正を行うものです。 

２改正内容ですが、①高圧ガス関係事務手数

料７項目、②液化石油ガス関係事務手数料３項

目を改正します。改正後の金額については、高

圧ガス関係事務手数料の増額や、液化石油ガス

販売事業者認定手数料の減額など、表のとおり

です。 

また、３スケジュールにありますが、施行日

は令和４年４月１日を予定しています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 
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  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 まず、第１７号議案について採決します。 

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については原案のとおり可決

すべきものと、総務企画委員会に回答すること

に決定しました。 

 次に、第２１号議案について採決します。 

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については原案のとおり可決

すべきものと、総務企画委員会に回答すること

に決定しました。 

 以上で合い議案件の審査を終わります。 

 次に、付託案件の審査を行います。 

 まず、第１号議案令和４年度大分県一般会計

予算のうち、生活環境部関係部分について執行

部の説明を求めます。 

磯田生活環境部長 それでは、第１号議案令和

４年度大分県一般会計予算のうち、生活環境部

関係について御説明します。 

本日の委員会では、先日の予算特別委員会の

際に説明した事業以外の主な事業について、お

手元の生活環境部予算概要を使って各課室長か

ら順次簡潔に説明するので、よろしくお願いし

ます。 

河野生活環境企画課長 生活環境企画課の主な

事業について御説明します。 

予算概要の１９ページをお開きください。 

事業名欄の上から１番目、市町村避難所運営

等強化事業費１５８万円です。 

この事業は、市町村における迅速かつ的確な

避難者支援や住民と協働した避難所運営を図る

ため、運営体制を強化するものです。 

今年度に引き続き、自主防災組織や市町村等

を対象に、感染症対策に加え、女性の視点も踏

まえた体験型の訓練を県内３市町村で開催する

とともに、市町村と協力して避難所を運営する

自主防災組織や防災士を募り、そのリスト化を

市町村ごとに進めます。 

宮澤うつくし作戦推進課長 予算概要の３１ペ

ージをお開きください。 

 ３Ｒ普及推進事業費１，９３４万７千円です。 

この事業はリデュース、リユース、リサイク

ルの３Ｒを通じた循環型社会の構築を推進する

ため、喫緊の課題である食品ロス対策及びプラ

スチックごみ対策として、削減に向けた取組や

啓発を行います。 

食品ロスの削減では、企業等でのフードドラ

イブ実施の呼びかけや、事業所の食品ロス削減

に向けた取組の優良事例集作成などに取り組み

ます。 

プラスチックごみ対策では、プラスチック代

替品の利用促進を図るとともに、主に若い世代

に向けてアートの力を活用した意識啓発に取り

組みます。 

大海自然保護推進室長 予算概要の３２ページ

をお開きください。 

 事業名欄の上から２番目、生物多様性保全推

進事業費１，１７２万４千円です。 

この事業は、豊かな自然と生態系を次世代に

引き継ぐため、生物多様性の保全を推進するも

のです。主な内容を２点説明します。 

一つは、一番上の二重マル、カモシカの保護

対策に要する経費です。絶滅危機にあるカモシ

カの生息状況の調査等を行い、有効な保護対策

を検討します。 

次に、下から２番目の二重マル第３次生物多

様性おおいた県戦略の策定に要する経費です。

本県の生物多様性保全の基本方針となる県戦略

を改訂し、今後の目指すべき方向性を新たに示

します。 

佐藤県民生活・男女共同参画課長 予算概要の
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４５ページをお開きください。 

 事業名欄の上から２番目、女性に対する暴力

防止推進事業費３，８５４万６千円です。 

この事業は、ＤＶや性暴力の被害者を弁護士

や臨床心理士、ＮＰＯなどと連携して支援する

とともに、パープルリボンプロジェクトやデー

トＤＶ防止セミナーの実施など、女性に対する

暴力根絶につながる啓発等を行うものです。 

 令和４年度は、新たに精神的なケアを必要と

する性暴力被害者の医療費も支援の対象として

取り組みます。 

寺川私学振興・青少年課長 予算概要の５２ペ

ージをお開きください。 

 事業名欄の上から２番目、安全・安心なイン

ターネット等利用環境づくり事業費３４４万７

千円です。 

この事業は、低年齢層からの保護者とネット

の中心世代である中学生・高校生に直接働きか

ける啓発を行い、ネットモラルリテラシーの向

上や青少年を有害環境から守る気運を醸成する

とともに、青少年のネットトラブルや自画撮り

等の被害を防止し、青少年の健全な育成を図る

ものです。 

令和４年度は、新たに青少年が主体となった

ルールづくり等を推進するため、中学生・高校

生ＩＣＴカンファレンスを開催するとともに、

保護者の意識向上を図るための保護者向け広

報・啓発活動を行います。 

大隈食品・生活衛生課長 予算概要の６６ペー

ジをお開きください。 

 事業名欄の上から３番目、ＨＡＣＣＰフォロ

ーアップ事業費２，８１６万８千円です。 

この事業は、食の安全を確保するため、ＨＡ

ＣＣＰ（ハサップ）の導入に取り組む食品取扱

事業者を支援するとともに、導入後の実効性を

担保するための取組を推進するものです。 

ＨＡＣＣＰ実施状況の現地確認を行うほか、

新規事業者へのＨＡＣＣＰ導入支援のため、セ

ミナーの開催やオンライン上で衛生管理計画を

作成できるＷｅｂＨＡＣＣＰの改修を行い、対

応業種の拡充を行います。 

中田環境保全課長 予算概要の７６ページをお

開きください。 

事業名欄の上から２番目、大気環境監視推進

事業費９５２万３千円です。 

この事業は、大気汚染物質の適切な削減対策

を講じるため、ＰＭ２．５の成分分析等を実施

するとともに、アスベスト飛散防止対策を行う

ものです。 

解体工事現場への立入りでは、建材中のアス

ベストを迅速に検出できるアスベストアナライ

ザーを活用する等、調査体制を強化するととも

に、大気中の石綿濃度測定体制を整備します。 

嶋﨑循環社会推進課長 予算概要の９０ページ

をお開きください。 

 事業名欄の上から２番目、循環イノベーショ

ン創出事業費２，８２６万２千円です。 

この事業は、プラスチックごみや焼却灰など

廃棄物のリサイクルを進めるため、県内市町村

や企業と連携し、新たな処理体制の構築を目指

すものです。 

そこで、プラスチックごみの分別収集を促進

するため、市町村の廃棄物収集車両に運行管理

システムを導入し、効率的な処理体制の構築を

進めるとともに、市町村から出る焼却灰の資源

化促進を支援するなど、循環型社会づくりに向

けて諸課題の解決を図ります。 

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 予算概要の９８ページをお開きください。 

事業名欄の上から２番目、人権啓発環境整備

事業費２８９万７千円です。 

この事業は、効果的かつ計画的、体系的な人

権教育啓発を行うため、人材育成や啓発教材の

整備などを行うものです。 

令和４年度は、新たに県に登録する人権研修

講師のスキルアップを目的に、様々な人権課題

の知識や講演技術の取得するため、実践型フォ

ローアップ研修を実施します。 

首藤防災対策企画課長 予算概要の１０５ペー

ジをお開きください。 

 事業名欄の上から４番目、おおいた防災・減

災対策推進事業費１億５千万円です。 

この事業は、避難所の生活環境の向上や感染

症対策を目的とした設備の整備や、自主防災組
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織の防災・減災活動の支援などを行う市町村に

対して助成するものです。 

令和４年度は、新たに避難所のバリアフリー

化や福祉避難所の環境整備を補助対象とし、高

齢者や障がいのある方をはじめ、誰もが避難を

躊躇しない避難所づくりを支援します。 

後藤危機管理室長 予算概要の１０７ページを

お開きください。 

事業名欄の上から２番目、国民保護対策事業

費５８１万２千円です。 

この事業は、武力攻撃やテロ攻撃が発生した

場合、関係機関相互の情報連絡や機能確認、連

携強化などの対処能力向上を目的に、国と共同

で国民保護訓練を実施するものです。 

令和４年度は、国東市で事案が発生したこと

を想定し、実動訓練を行う予定にしています。 

三股消防保安室長 予算概要の１１０ページを

お開きください。 

事業名欄の上から１番目、高機能消防指令セ

ンター共同整備支援事業費８３万８千円です。 

この事業は、市町村が行う県全域の１１９番

通報を一元的に処理する高機能消防指令センタ

ーの共同整備・運用を支援するものです。１１

９番通報の一元的な処理について、令和６年４

月からの実施を目指して取組が進められていま

すが、今月、整備事業への応募者の審査が終わ

り、受託候補者が決定されました。 

令和４年度はセンター施設、新システムの整

備が始まるので、引き続きこれを支援します。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 ３２ページのニホンカモシカ、春か

ら夏にかけて道路を通って、夜はシカとイノシ

シが多くて本当に運転するのが怖い。私はシカ

が何種類あるのかよく知らないけど、シカの猟

とかをしているときに、これは保全を推進する

ものだから保護するよね。 

当然そうだろうけど、そのあたりを少し説明

してください。 

大海自然保護推進室長 ニホンカモシカについ

て、調査では祖母傾山系で１７頭おり激減して

います。 

そこで保護管理事業計画を策定し、今後は保

護に向けて取組を進めようと思っています。な

かなか生息状況が分からず、今日の合同新聞に

も出ていましたが、つい先日、臼杵市野津町で

シカのくくり罠にカモシカが誤ってかかったの

が発見されるなど、全県的な状況がよく見えて

いません。 

来年度、まずは生息状況をしっかりと把握す

るためカメラ等の設置など、調査に関する取組

を進めています。それを踏まえ、また有効な対

策を今後しながら、保護管理に努めていこうと

考えています。 

末宗委員 ふだん一般に言っているシカは何シ

カとか教えてくれんから、ニホンカモシカが１

７頭とか何とか言うけど。 

 それと、大分県はシカを捕獲するのに補助金

を山ほど出していて、間違って捕獲したときに

罪になるのかとか、そのあたりを少し概略的に

教えてください。 

大海自然保護推進室長 ニホンジカとカモシカ

では、当然種目も違います。ニホンジカは数が

増え続けて逆に競合し、本来はカモシカが高い

ところにいたのが、シカが増え過ぎて低いとこ

ろに追いやられているところがあって、当然競

合するので多分ニホンジカが増え過ぎてカモシ

カが減ったと推測されています。 

 今、農林水産部でシカの捕獲をやっています

が、逆にその罠にカモシカがかかってしまう事

例も出てきています。センサー付きの罠があり

ますが、そういったものとか罠を毎日見回って

いただいて、カモシカが万が一かかっている場

合には迅速に連絡をしていただく。そういった

形ですみ分けながらやっていこうと思っていま

す。 

末宗委員 一般的にどうしたら見分けができる

んだ。 

大海自然保護推進室長 そもそもカモシカはウ

シ科になります。（「見た目」と言う者あり）

見た目が小さくずんぐりしています。（「どっ

ちがずんぐりしとる」と言う者あり）カモシカ

の方がずんぐりしています。（「カモシカの方
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がずんぐりしているんだね」と言う者あり）普

通のニホンジカと見た目でも全然違うので、見

ればすぐ分かると思います。 

馬場委員 一つだけ、予算概要５３ページの青

少年等自立支援対策推進事業費の中で、ひきこ

もり８０５０問題も出てきて、かなりひきこも

りの年齢が高くなっている状況だと思います。 

この中でアウトリーチであったり、電話相談

であったり、かなり充実した取組をされている

と思いますが、ひきこもり当事者や家族の居場

所づくりとかについては、具体的にはどのよう

なことに取り組んでいるのか。 

寺川私学振興・青少年課長 青少年自立支援対

策推進事業費の中の、ひきこもりの家族の居場

所づくりとか活動促進に関して、家族会が県内

にあり、ひきこもりの御家族は孤立をしてしま

う傾向があるので、相談に訪れたときにはこう

いった会を御紹介しています。 

会の方も、子どもがひきこもりという方が多

いので、いろいろ相談に乗っていただいく取組

をしています。ネットワークづくりを行ってい

ます。 

馬場委員 青少年総合相談所は大分市中央町に

あると思いますが、家族会は各地域にあるんで

すか。 

寺川私学振興・青少年課長 今資料はありませ

んが、家族会はかなり地域にできていると聞い

ています。ちょっと探して…… 

馬場委員 あれば、また後でも構わないので。 

今吉副委員長 ひきこもりの件ですが、今、教

育委員会もかなりそういう対応をしていると思

います。相談所との連携はありますか。 

寺川私学振興・青少年課長 教育委員会では不

登校の対策を行っており、不登校がそのままひ

きこもりになる傾向があるので、今、市町村に

かなり力を入れてもらい、一次相談窓口として

市町村の窓口を強化しています。 

なかなか学校の情報は直接入ってこないので、

市町村の相談体制を強化して、不登校対策から

ひきこもり対策につながるように努めていきま

す。 

今吉副委員長 やっぱり今、学校の教育現場で

はひきこもりと言うか、不登校が一番よく把握

できます。だから、教育委員会ともっと連携で

きる体制を取ってもらいたい。要望です。 

戸高委員 予算特別委員会で出たかもしれませ

んが、市町村の避難所運営強化事業で体験訓練

等を実施しています。 

どこの地域でも防災知識を備えた方を配置す

る意味で、これまで全ての自主防災組織に防災

士を配置するため、自治会推薦の防災士をずっ

と養成しています。 

ただ、現実は自治会長が兼務することが多く

て、世代交代するうちに数年たっている状況で

す。なかなか若い担い手がいないので、現状は

どうなっているのかお聞きします。また、防災

訓練の実施率も多分まちまちだと思いますが、

そういう配置を県で進めてきたので、そこはど

うなのか。 

もう１点、昨日起こった東北の地震ですが、

県内又は九州管内で起こった場合はフル稼働で

防災対応に取むとのことですが、東北で起こっ

たような震度６強の地震のときに、大分県の防

災局はどういう動きを取るのか教えてください。 

首藤防災対策企画課長 まず１点目、防災士の

件ですが、今は県内で１万２千人ほど防災士の

登録ができています。人口比にすると１００人

に１人を超えている状況ですが、地域だとどう

してもばらつきがあります。 

自主防災組織について、住民が３０人以上い

る自治会の範囲で、県全体では７８．７％の地

区で防災士がおり、逆に２２％の地区では防災

士がいない状況なので、若干偏りがあります。 

 それから訓練ですが、例年８割近くで訓練が

できていましたが、コロナにより令和２年度の

実績で言うと、今御説明した分母のうち自主防

災組織の４３．８％が訓練をやっており、集団

での防災活動ができていない状況です。 

 ２点目が福島県沖の地震の関係ですが、大き

な災害となるので、全国知事会で応援、受援の

取扱いが出てきます。大分県は九州ブロック幹

事県であり、九州知事会の会長県になります。 

ですから、ああいう大きな地震があると職員

が一部出て、全国知事会と被害の状況の収集を
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します。それで、九州内の自治体と連携して東

北に応援を出す準備に入ると。東北と言うか、

全国知事会から応援要請が来た場合に、職員を

派遣する手続を取ることになります。 

小川委員 今、防災士の関係が出ましたが、実

は私も今年の１月に取りましたが、非常に参考

になりました。 

ただ、受講料が２万円と高過ぎる気がして、

こういうのは半分ボランティア的な要素もある

ので公費で全て──我々と金額はちょっと違っ

ていた気もしますが、県職員も随分いました。

愛媛県辺りは非常に防災士が多い。 

分からないですが、２万円も出して受講する

のをなかなか勧めきらんと言うか、かなり公費

で負担する状況もあると思うので、ぜひ今後は

県職員も含めて全額公費負担を考える余地がな

いのか伺います。 

首藤防災対策企画課長 毎年、市町村からの推

薦がある防災士は全額公費で負担をしています。

ですから、２万円の負担はありません。 

 ただ、県職員はそのまま地域で防災活動をす

る前提がないので、５千円の登録料を負担して

いる状況です。 

小川委員 それなら、我々はアクセサリー的な

要素だから２万円という感覚ですか。例えば、

我々はこの資格を取れたけれど、市町村へ登録

に行くわけですか。 

首藤防災対策企画課長 県議会議員の皆様には

自主的に資格を取っていただいているので、市

町村からの推薦がある方とは違い、市町村が登

録することにはなっていません。 

ですから、市町村に登録をしていただけると

大変ありがたいです。 

小川委員 それでは、県で資格を取ったと自ら

が自治体に届けなければいけないということで

すか。 

首藤防災対策企画課長 防災士の資格は日本防

災士機構がやっている民間の資格なので、市町

村へ資格を取った人全ての個人情報を出すこと

はなかなかできません。 

そもそも市町村で活動いただけるということ

で推薦があった方は、その前提でやっているの

で、個人情報を出して、こういう方が今年資格

を取ったので市町村と一緒に防災活動をやりま

す。 

それ以外の方は、もともと個人的な希望で取

られている方もいます。必ずしも市町村に自分

の名前を出して防災活動に参加する積極的な意

思を持っていない方もいるので、市町村に資格

を取った方の情報がダイレクトに行くことはあ

りません。 

今吉副委員長 １９ページの説明では、避難所

運営体験訓練を実施するのが県内で３市町村だ

ったと思います。それは間違いないですか。 

河野生活環境企画課長 今年度も３市町村でや

っており、来年度も３市町村でやるようにして

います。 

ただし、これも訓練実施にあたっては、実施

市町村以外の市町村にもお声かけをさせていた

だき、見学者を募るようにしています。 

それぞれの市町村単位でやっていると思いま

すが、県と市町村一緒になって、また、主防災

組織や防災士がいる。これは当然地域住民が主

体となった避難所運営をするために必要なこと

なので、そういう状況の中で、今年度は３市町

村、来年度も３市町村となっています。 

今吉副委員長 １０５ページにもまた防災の補

助事業があります。これに、自主防災組織が行

う避難所運営訓練の支援をする市町村への補助

がありますが、これとは全く別の訓練なのか。     

それと、今年度の３市町村はどこですか。 

河野生活環境企画課長 今年度実施した市町村

は中津市、玖珠町、九重町の３市町です。 

首藤防災対策企画課長 防災士にお願いしたい

ことの一つが避難所の運営なので、防災対策企

画課では、防災士の資格を取った方に対して避

難所運営の研修をやっています。 

今吉副委員長 では、この１０５ページは防災

士がメインで訓練をするということで、これは

県内では全部の市町村がやっていますか。 

首藤防災対策企画課長 基本的に全市町村に御

参加いただいています。 

衛藤委員長 ここで、委員の皆様並びに委員外

議員の皆様と執行部にお願いします。 
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 本日は議題が大変多くなっています。限られ

た時間の中で、できるだけ多くの皆様に御質疑

をいただきたいので、質問はできる限りまとめ

て、答弁も簡潔にお願いします。 

平岩委員 １０７ページに国民保護対策事業が

あり、毎年行われていたと思いますが、私が余

り承知していなかったのでお聞きします。 

緊急事態発生時ということで、今年は国東で

行われるということですが、どういうロケーシ

ョンで、どういうシチュエーションで行われる

のか教えてください。 

後藤危機管理室長 国民保護事案としては、武

力攻撃事態と緊急対処事態に分かれており、緊

急対処事態とはテロとかそういったものです。 

今回は、空港でテロ事件が起こった想定で、

関係機関――警察、消防、自衛隊、ＤＷＡＴと

いったところが救助、住民避難等を行う想定で

やる予定です。 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 １点だけお願いします。 

 日出生台演習の関係ですが、地元紙では４月

下旬と報道がありました。そういう情報は県に

も入っているのか、仮に４月下旬となると希少

植物への影響が少し気になりますが、サクラソ

ウなどの希少植物への影響はどうなのかお聞き

します。 

後藤危機管理室長 日出生台演習については、

令和４年度の計画が出た後にできるだけ早期の

日程開示を要請しています。現在、九州防衛局

からその連絡はありません。大分合同新聞には

ありましたが、私どもとしてはまだそういった

日程の情報を待っている状況です。 

 それから、希少植物についてはちょっとそこ

まで私どもは考えていないので、もちろん野火

が起こらないよう野焼き等は行う予定ですが、

そこまでは至っていません。 

猿渡委員外議員 希少植物の保護にも一生懸命

取り組んでいますが、その辺は心配しなくてい

いのか。 

大海自然保護推進室長 サクラソウは県の条例

の希少野生動植物に指定されています。当然保

護には努めていますが、演習場地域内にサクラ

ソウがどれぐらい存在しているのかといった情

報は県では持ち合わせていませんが、当然保護

することは重要です。 

寺川私学振興・青少年課長 さきほどの不登校

ひきこもりのネットワークですが、県内１１市

１町に全部で１５か所あり、定期的に例会を開

催しています。こちらでひきこもりの保護者が

つながっている状況です。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

で質疑を終了します。 

 なお、第１号議案の採決は福祉保健部の審査

の際に一括して行います。 

 次に、第２７号議案大分県自然海浜保全地区

条例の一部改正について執行部の説明を求めま

す。 

大海自然保護推進室長 議案書２２３ページ、

第２７号議案大分県自然海浜保全地区条例の一

部改正について御説明します。 

お手元に配布の福祉保健生活環境委員会資料

の３ページをお開きください。 

まず、１の条例制定理由等を御覧ください。

この条例は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基

づき、自然海浜の保全及び適正な利用を図るた

め制定されています。現在は、自然海浜保全地

区として、国東市の富来浦と佐伯市鶴見町の中

越の２地区を指定しています。 

２の条例改正の目的ですが、さきの法律が改

正され、自然海浜保全地区の定義が変更された

ことに伴い、それと同様の改正を行い、開発な

どによって減少した干潟やブルーカーボンとし

ての役割も期待される藻場等の保全を推進する

ことを目的としています。 

３の法改正の背景を御覧ください。今回の法

改正については、近年の瀬戸内海を巡る課題に

対応して、４の法改正の概要に記載のとおり、

①自然海浜保全地区の指定対象の拡充や、②栄

養塩類の管理制度の創設などが主な内容となっ

ています。 

５の条例改正の内容として、２点あります。

法改正と同様の①自然海浜保全地区の定義の変

更と②法改正による条ズレの反映です。定義の
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変更については２点あり、一つはこれまで指定

の対象とはされていなかった再生・創出された

砂浜等も指定の対象に追加すること、二つは藻

場の指定を促すため、藻場を想像しやすい言葉

を追加することです。具体的には、その水深が

おおむね２０メートルを超えない海域という文

言を加えます。 

今回の改正により、自然海浜保全地区の保全

と適正な利用を図りたいと考えています。 

なお、施行日は令和４年４月１日を予定して

います。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 藻場とか何とか書いていますが、要

するに環境基準を緩めるということなの。 

大海自然保護推進室長 緩めたというよりも、

藻場は今後、ＣＯ２の吸収に非常に有効で、例

えば、人工的に藻場を創造することについても

地区の対象に加えることができるので、規制を

強化したということです。 

末宗委員 栄養塩類が不足し、海苔の色落ち等

が発生していて、漁師がよく言うのは、川から

の栄養分が不足して魚が取れなくなったと。そ

の声は全然反映されないの。そういうのがされ

ると話を聞いていたけど。 

中田環境保全課長 環境保全課で瀬戸内海環境

保全特別措置法を所管しており、今、末宗委員

から御質問があった件についてお答えします。 

 海苔が色落ちで、黒い海苔から赤茶色みたい

な少し薄い色になってくることが指摘されてい

ます。この原因が、例えば今、地球温暖化の影

響と言われている海水温の上昇とか、沿岸域の

埋立てとかいろんな理由があって、なかなかこ

れというのがありませんが、栄養塩類、具体的

には窒素やリンなどの肥料になる成分ですが、

そういった栄養塩の不足で海苔の色落ちが問題

になっていると言われています。 

 では、この中で環境基準を緩めるのかという

話ですが、緩めるわけではありません。一定の

環境基準を守りながら、夏場はあまりに窒素や

リンが増えると今度は赤潮になって魚に影響が

あります。ですから、冬場に少し運転管理を調

整しながら適切に濃度を――若干窒素やリンを

供給できるようにして、そういう管理をしなが

ら柔軟な対応を取っていく流れになっています。 

 今まではきれいな海を目指してきましたが、

きれいでなおかつ魚介類も豊富に取れるような

海域づくりを目指すという改正です。 

末宗委員 要するにこれは強めたのか弱めたの

か。弱めたわけじゃないと言うし、強めたこと

もないようだし。 

中田環境保全課長 具体的には、弱めたとか強

めたと言うことではなく、そういう管理や柔軟

な対応ができるようになったということです。

これも地域の方の意見を踏まえながら、計画的

に行えるようになったということです。（「よ

く分からない」と言う者あり） 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２８号議案大分県人権尊重社会づく

り推進条例の一部改正について及び関連がある

ので陳情３８大分県人権尊重社会づくり推進条

例改正案の不採択を求めることについて執行部

の説明を求めます。 

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 資料の４ページをお開きください。 

まず、１の条例改正理由です。本条例を平成

２１年４月に施行後、いわゆる差別解消３法が

平成２８年に施行され、また、近年ＳＮＳ等に

よる誹謗中傷や性的少数者の人権問題、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う偏見や差別の発生な

ど、人権を取り巻く社会情勢は大きく変化して

います。これらを踏まえ、人権を尊重する社会
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づくりのさらなる推進のために、条例改正を行

うものです。 

次に、２の主な改正内容、施行日ですが、条

例名に部落差別等あらゆる不当な差別の解消等

に取り組むを追加します。前文には、今日解決

すべき課題として、性的指向、性自認、情報化

の進展などの社会情勢の変化による複雑多様化

等を加え、第１条には、条例制定後に施行され

た差別解消３法等の法律名を、第２条には、コ

ロナ差別を念頭に感染症の患者等に対する差別

などのあらゆる不当な差別等を明記します。 

また、第８条の差別をなくす運動月間の名称

を部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動

月間に改称します。施行日は公布の日としてい

ます。 

３の改正案に対する主な意見ですが、これま

でパブリックコメントや人権審議会で条例名等

についての御意見をいただきました。県として

は、あらゆる不当な差別を例示した部落差別問

題は人権行政の原点であると整理しています。 

 続いて、大分県人権尊重社会づくり推進条例

改正案の不採択を求める陳情について御説明し

ます。 

お手元のピンクの陳情文書表３ページをお開

きください。 

この陳情は、さきほど御説明した大分県人権

尊重社会づくり推進条例の一部改正案について

不採択を求める内容となっています。 

平成２１年４月に本条例を施行後、差別解消

３法が平成２８年に施行され、また、近年ＳＮ

Ｓ等による誹謗中傷や性的少数者、新型コロナ

など、人権を取り巻く社会情勢は大きく変化し

ています。これらを踏まえ、条例の見直しが必

要と判断し、改正を提案しました。 

１について、部落差別解消推進法では現在も

なお部落差別が存在すると明記されています。

部落差別問題は、人権行政の原点であることか

らあらゆる不当な差別の例として示したもので

す。 

２について、歴史的事実や経緯から依然とし

て同和地区とみなされる差別は存在します。県

民意識調査では、部落差別問題の最たる例の結

婚差別に関する意識を把握し、啓発に活用する

ために設問を設けたものです。 

これをもって、憲法に規定する両性の合意の

みに基づく婚姻を否定するものではありません。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 同和問題はよく分からないけど、議

会で聞くと共産党が言うのが一番いつも正しい

ように聞こえます。県とか市が妙な金をいつも

出しよるという質問をよくしますね。 

 そして、どう理解しても共産党が言っている

のが正しいと思います。僕の出身の宇佐とかは

こういう問題が身近に非常によくあります。申

請者を見たら共産党が出しているから、今、県

がそういう説明をしたのが本当に正しいのかと

思ってね。自信を持って言うのかどうかね、そ

のあたりは。 

国では今、差別解消に予算を使わないように

なっているのに、県が例外的に訳分からん金で

領収書も何もない金を出しよるけどね。質問さ

れて、同和問題の予算の説明は、県はあまり上

手に答えられないから。ちょっとそのあたり。 

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 末宗委員のお近くにもそういった差別の実

態があるということですね。（「真横である」

と言う者あり）そういった実態があるのによく

分からないというのが、実際の今の私たちの状

況です。 

ですから、特別対策法はなくなりましたが、 

当然一般対策としてもいろんな差別の解消は本

当に大切なことだと思っているし、その中でも

部落差別が非常に分かりづらいが実態としてあ

る、そこを行政が主体的に取り組まなければな

らないと思っています。 

そして、さきほど領収書等がないという話を

されましたが、決してそんなことはなく、毎年

部落問題の解消に努めている地域の団体に対し

て委託料をお支払しています。これはやはり当

事者でなければ分からない、いろんな問題等の

相談に乗る体制、いろんな差別を受けている方

のピアサポートはとても大事なことと思い、そ
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ういったことをする活動に対してきちんと必要

な経費として考えて、支払をしています。 

末宗委員 この問題は非常に深いけれど、僕の

身近でも結婚の問題とか、子どもの問題とか山

ほどある。その代わり、今までやってきた弊害

も大きい。社会に対して非常にひずみをつくっ

た。 

例えば、昔は県の部長たちがいつも同和の問

題があったときにつるし上げられるように謝り

に行っていた。そんなことを県も許してきたん

よ。もうむちゃくちゃなつるし上げだからね。

そういう歴史もある。そのバランスがなかなか

消えない。だから、そういうときのバランスも

考えて。僕が聞いていると、共産党の言うのが

一番いつも正しい気がする。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 さきほどから社会情勢は大き

く変化していると言いながら、部落差別の問題

を原点と言う、そこに私は矛盾を感じます。わ

ざわざ各項目に部落差別の言葉を挿入しなけれ

ばならないのかと。そこに部落差別の言葉を入

れるなら、ほかのいろんな差別も全部並べなけ

ればならないと私は思います。 

 陳情の中にある結婚に対する設問ですが、も

しお持ちなら、どういう設問でこの意識調査を

しているのか紹介していただけますか。私はそ

の設問を見たときに、これは今も同和地区が存

在すると受け取ってしまう、誤解をしてしまう

方がいると思いました。だから、それは差別を

なくそうとせっかく皆さん一生懸命努力してい

るのに、逆効果になってしまうことをこの陳情

の中でも言っていると思います。 

 お持ちですか。お持ちであればちょっと設問

を紹介していただきたい。さきほどもありまし

たが、本当にいろんな人権問題に取り組んでい

る団体はたくさんあるけれど、そこに８２０万

円の補助金を公費でそれぞれ出しているわけで

はないと思います。いのちの電話のボランティ

アを一生懸命やっている方への補助金はないの

ではないですか、そこの格差があることに、私

は逆に差別を感じてしまいます。  

その辺があるので問題視しています。課の名

前にも各項目にも部落差別という言葉を入れる

べきではないと思います。 

衛藤委員長 すぐ出ますか。出ないなら確認し

て後でまた御紹介してもらう形を取りますが、

どうしますか。 

後でよろしいですか。（「はい」と言う者あ

り）ではちょっと確認して後で紹介してもらう

ので、一旦置いて次に進みます。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。 

まず、①と②について説明をお願いします。 

宮澤うつくし作戦推進課長 第５期大分県地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定につ

いて御説明します。 

資料の５ページ御覧ください。 

まず、１概要ですが昨年３月に第５期計画と

して策定した計画について、国の計画改訂や法

改正に伴う改定を行うものです。 

次に、２計画の目的及び位置付けですが、２

０５０年温室効果ガス排出実質ゼロに向け、地

球温暖化を防止する緩和策とともに、気候変動

の影響による被害を回避・軽減する適応策の充

実を目的としています。 

（２）計画の位置付けは、地球温暖化対策の

推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計

画、また、平成３０年施行の気候変動適応法に

基づく地域気候変動適応計画です。 

次に３改定の内容ですが、今回は、令和３年

１０月に改訂された国の地球温暖化対策計画及

び令和４年４月１日に施行される地球温暖化対

策の推進に関する法律の一部を改正する法律に

即し、必要な改定を行うものです。 
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（２）主な改定内容の一つ目は、温室効果ガ

ス排出削減目標についてです。従来の家庭、業

務、運輸の３部門の目標数値の変更を行うとと

もに、他の全ての温室効果ガスについても本県

の特性を踏まえた目標の設定について、検討を

行っています。 

二つ目は、施策の実施に関する目標について

です。改正温対法に基づき、再生可能エネルギ

ーの利用促進に関する目標等を新たに追加しま

す。 

三つ目は、脱炭素化促進区域についてです。

市町村が脱炭素促進区域を定める際の方針等を

追加します。 

最後に、４今後のスケジュールですが、県民

意見を反映するためパブリックコメントを４月

に実施し、計画案を本委員会で報告後、６月下

旬に公表を予定しています。 

首藤防災対策企画課長 大分県地震・津波防災

アクションプランの中間見直しについて御報告

します。 

資料６ページをお開きください。 

資料左上、１計画の概要ですが、本プランは

南海トラフ巨大地震で想定される死者数を最大

約２万人から約６００人に抑制し、さらに死者

数を限りなくゼロにするなど、大規模地震によ

る被害を最小化することを目標としています。

この実現に向け、平成３１年度からの５年間を

計画期間として、自助、共助、公助の様々な取

組を県と市町村一体となって推進しています。 

その右、２中間見直しの概要です。今回の見

直しでは、既に目標を達成した指標について、

さらに取組を進めます。また、コロナ禍の社会

への対応など、計画策定後における諸情勢の変

化に的確に対応し、着実に推進するため、計画

の中間年にあたる今年度に目標指標を中心とし

た見直しを行うものです。 

なお、今後のスケジュールとして、パブリッ

クコメントにより広く県民からの御意見、御提

案を募集したいと考えています。 

３中間見直しのポイントを御覧ください。三

つのポイントに整理しています。 

一つ目は、目標達成指標の更なる推進です。 

既に目標値を達成した指標について、目標値の

上乗せなどにより取組を推進するもので、全１

３指標になります。表の一番上、Ｎｏ３県民安

全・安心メール及び防災アプリの登録数につい

ては、県民に防災気象情報や避難情報などを迅

速に伝達する県民安全・安心メール及びおおい

た防災アプリの登録を推進するものですが、既

に当初の目標を上回る登録があり、また、多様

な情報発信を行うため、昨年１０月からツイッ

ターやフェイスブックなどのＳＮＳでの配信も

新たに開始したことから、目標値を上乗せする

ものです。 

二つ目は、新型コロナウイルス感染症への対

応です。コロナ禍の社会に対応するため、当初

の計画から目標値を変更して推進するもので、

全部で３指標になります。表の中ほど、Ｎｏ２

３地震体験車等による体験者数については、学

習会や防災イベント等の機会を活用して県地震

体験車ユレルンダーの体験による防災意識の醸

成に努めていますが、コロナ禍でなかなか開催

できない、あるいは多くの参加者数が見込めな

いことから、コロナ禍でもイベント等によらず

防災啓発が可能な防災ＶＲ及び防災啓発動画の

視聴回数に目標指標を変更するものです。 

三つ目は、その他状況の変化です。計画策定

後の状況変化を踏まえて目標指標等を変更する

もので、全６指標となります。 

資料７ページを御覧ください。 

見直しの全体像については、資料７ページか

ら８ページの朱書き下線引き部分となります。

今申し上げた見直し区分については、表の一番

右の欄にカッコ書き数字で整理しています。 

以上、全目標指標５６のうち２２の指標につ

いて見直しを行うこととしており、これにより

地震・津波による死者を限りなくゼロにする取

組をさらに推進します。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 ５ページの地球温暖化、日本がこの

前のＧ７に行ったとき、化石賞を取りました。  

ユーモアもちょっとありましたが、説明の中
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で、要するに再生可能エネルギーならＣＯ２は

出ないよね。そして、原子力が今度みたいな戦

争とかテロとかの事件で非常に麻痺している状

態。そして、液化天然ガスだか何だろうが、ロ

シアからも一時停止のような状態よね。 

そうなると常識的には１０年もせんで蓄電池

が開発されると思います。だけど、蓄電池とい

う言葉が一つもないんです。蓄電池さえ開発さ

れればほとんど片付くよね、この問題は。その

あたりの感覚が県にどの程度入っているのかな

と思ってちょっと聞きました。 

宮澤うつくし作戦推進課長 確かに蓄電池が普

及されることによって、再生可能エネルギーの

活用、利用促進は大きく変わると思います。 

 現在の計画でも、重点項目の一つとしてエコ

エネルギーの利用促進を掲げています。その中

には、もちろん再生可能エネルギーの設備のみ

ではなくて、それを蓄電して使っていく蓄電設

備をあわせて考えると。 

本来そういうものだと考えているので、それ

も含めて──この計画の中で、ここで言ってい

ることだけではなく、計画全体としては蓄電池

も含めた技術革新とかももちろん我々取り込み

ながら進めていくと御理解をいただければと思

います。 

末宗委員 理解はできるけど、蓄電池が一番主

要なものです。陰に隠して理解していただけれ

ばという程度なの行政は。地球温暖化対策とし

て、蓄電池の開発に予算をいくらでもつぎ込ん

でいいと思います。それが一番効果てきめんだ

し、一番進んでいくよ。 

 今、値段が高いわけです。今なら補助金を出

せばそれが買えるけど、この１０年以内に僕は

蓄電池が通常的に使えるようになると思う。そ

のあたりに持っていくまでに行政の援助がいる

のではないか。それが地球温暖化対策に一番効

果的な気がします。そのあたりは陰に隠して理

解していただければという程度の行政なんです

よね。困るんだけど、展開はないかね。 

磯田生活環境部長 蓄電池のお話をいただきま

した。 

 実は蓄電池の関係は、もう一つ考えると、電

気をどうやってためて保存するかという話だと

思います。電気を保存するための方法について

は今、大きく二つあります。一つは水素にして

ためる。もう一つは蓄電池にする。大きな方向

としては、どちらも技術開発を待たないと進ま

ないところがあります。 

 大分県でも、これをベンチャーでやっている

ところはないか、商工観光労働部からも募集し

ています。かなり基礎的な研究から入らないと

いけないので、技術開発全体は国策としてしっ

かり取り組んでほしいと、商工観光労働部から

国へ話をしています。我々も環境の側面から、

もちろん大分については再生水素を使えるので、

そういったところも含めて頑張るけれども、こ

れは国策で取り組んでほしいという要求もしっ

かりしています。 

末宗委員 部長、蓄電池は水素になるだろうけ

れど、水素と言ったら水素爆弾を連想してね。 

とにかく何か事故が起きたとき、怖い気が直

感的にはします。国策で原子力を進めて、今も

ロシアがチェルノブイリから何から攻撃してね、

そういう極度の事件があるのにあまりのめり込

まん方がいい気もちょっと感覚的にします。 

衛藤委員長 要望ということでよろしくお願い

いします。 

 ほかに御意見、御質問はありますか。ちょっ

と私から１点。 

 ５ページの、３改定の内容の中の（２）の①

本県の特性を踏まえたとあります。ここのとこ

ろを少し詳しく教えてください。 

宮澤うつくし作戦推進課長 ここの本県の特性

を踏まえたという文言についてですが、温室効

果ガスにはここに書いているとおり、家庭、業

務、運輸、他に産業であるとか、あと二酸化炭

素以外にもメタンとか、アメシストとか、いろ

いろあります。 

全国的に、本来区分は押しなべて平均される

ものと思いますが、御承知のとおり、大分県に

は日本の産業を支えているコンビナートがあっ

て、産業部門の率が大変高い。 

しかも、産業部門には建築とか農業とかが入

りますが、その中でも製造業の比率が圧倒的に
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高いこともあるので、一般的な国全体で見る目

標値をそのまま当てはめることが適当ではない

という背景があり、そういったことを含めて本

県の特性としています。 

衛藤委員長 正に私も同感で、臨海工業地帯の

産業をやり過ぎて壊しても本末転倒になると思

うので、しっかりと今の産業を大事にしながら

雇用と仕事を守りながらやっていく、そういっ

た目標であるように御検討いただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

委員外議員の方は、御質疑はありませんか。 

猿渡委員外議員 どちらの計画もパブリックコ

メントをやるわけですが、やっているのを知ら

なかったということにならないように、関係の

団体とか関心ある方にしっかり情報が行くよう

にしていただきたいと思いますが、その点はど

うでしょうか。 

宮澤うつくし作戦推進課長 我々も、そういっ

たところは力を入れてやっていきたい部分なの

で、パブリックコメントをすると同時に、おお

いたうつくし作戦県民会議のメンバーが約８０

人近くいます。その委員に対しても個別に連絡

し、あと大分県環境審議会の委員にもお知らせ

します。 

 あわせて、このパブリックコメント期間中に

各地域をブロックに分け、市町村とか事業所の

方とかと回って、部門連絡会を開催しようと計

画しているので、決してこっそり行うことは全

然考えていないので、しっかり周知をしていき

たいと思います。 

首藤防災対策企画課長 地震・津波の計画につ

いては、先日も市町村に計画の改定案をお見せ

して、各市町村で活動される地域の防災士等の

方々の御意見もという話もしているので、ホー

ムページに加えて市町村サイドからも計画に御

意見をいただきたいと考えています。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

③と④について説明をお願いします。 

宮澤うつくし作戦推進課長 大分県気候変動適

応センターの活動報告について御説明します。   

お手元の資料９ページをお開きください。 

１大分県気候変動適応センターの概要です。

昨年４月に設置し、事務局をうつくし作戦推進

課、研究部門を衛生環境研究センターが担って

います。目的・業務は、気候変動対策として温

室効果ガスの排出を削減し、影響を抑制する緩

和策が重要である一方、現に進行しつつある影

響に対しては、その被害を回避・軽減していく

適応策が必要となっています。 

そこでセンターでは、地域における気候変動

適応に関する情報の収集、整理、分析及び県民

への情報提供を行う拠点として農林水産業、水

環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、

健康等の各分野で適応策の立案や拡充に向けた

情報収集等を行っています。 

２の令和３年度の成果です。まず今年度は、

（１）地域版気候変動予測の作成として、過去

の気象データや国立環境研究所の将来予測等を

活用し、大分県における将来の平均気温などの

予測を１キロメートルメッシュの地図情報に加

工して作成し、（２）のホームページの開設と

あわせて、３月中に公開予定です。そのほか、

（３）昨年１１月に開催したうつくし感謝祭で

の広報を行うとともに、（４）国立環境研究所

等との共同研究にも参加しています。 

３の今後の取組についてです。農林水産業等

への影響を予測するため、最高気温や最低気温

等のデータを適宜追加し、適応策の事例収集な

どを進めていきます。その収集したデータ等を

県民や事業者向けにも情報発信するとともに、

気候変動の影響が懸念される各分野での適応策

の立案や拡充に活用します。 

大海自然保護推進室長 日本ジオパーク再認定

審査結果について御説明します。 

資料の１０ページをお開きください。 

１の概要を御覧ください。おおいた姫島ジオ

パーク、おおいた豊後大野ジオパークは平成２

５年の日本ジオパーク認定以来、地質遺産の保

全を行うとともに、教育研究、観光、ツーリズ

ムなどへの活用を行い、地域活性化につながる

活動を行ってきました。 

再認定審査は４年おきに行われますが、今年

度２回目の審査時期を迎え、昨年１１月、現地

調査などが行われました。その結果について、
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１月末に開催された第４４回日本ジオパーク委

員会で審議され、両地域ともに再認定が決定し

ました。 

２の再認定審査結果を御覧ください。姫島で

は、ジオガイドのボトムアップによるジオスト

ーリーの整理やジオストーリーをまとめた新た

なパンフレットの作成、重要文化的景観の選定

によるサイトの保全などが高く評価されました。

一方で、今後の活動が期待される点としては、

管理運営計画の策定やＳＮＳを活用した情報発

信などが挙げられました。 

豊後大野では、令和３年７月に開館した拠点

施設の豊後大野市資料館や学校におけるジオ学

習、ガイドの会の活発な活動などが高く評価さ

れました。一方で、今後の活動が期待される点

としては、ボトムアップによる地域住民の意見

反映や、看板設置等による可視性の向上などが

挙げられています。 

これらの評価を踏まえ、令和７年度の再認定

に向けて引き続き、県も一体となって両地域の

ジオパーク活動の進展に努めます。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 気候変動で、あらゆる分野に影響が

あるのは分かったけど、今何が一番困るかと言

われたら、なかなかそういう表がないよね。 

例えば、ベスト５とかベスト１０とか人間が

一番困るのを大々的に出してくれないと具体策

がないよね。例えば、オゾン層が破壊されると

か、そういうのを言っても一般市民はなかなか

理解しにくいし、一方では戦争をやってどれだ

け出ているか分からないし、重要な問題だけど

そのあたり。要するに僕が一番これでよく分か

らないのは、地球がたくましいのかもろいのか

よく分からないんです。 

もろいなら、環境破壊したときに地球自体が

非常に悪い、人間が住めない状態になるだろう

けれど、たくましいならそれをはねのける部分

もあるし、そこの定義が僕自身もよく分からな

いけどね。 

県が活動する中で、県民が分かるように、ど

ういう弊害があるからとか弊害があるからこう

いう対策を取ってやりよるだろうから、そこを

具体的にやるべきだと思いますが、どうかね。 

宮澤うつくし作戦推進課長 地球がもろいのか

頑丈なのかについては、なかなかコメントしづ

らい部分はありますが、それは人類にとっても

ろいのか、人類と地球と分けて考える必要もあ

ると思います。 

我々行政としては、人類、日本、県民に対す

る影響に着目して計画をつくっている部分で、

確かにあらゆる分野に影響があるので、それを

まずどういったところに影響が出ていくかをき

っちりこういう形で示し、皆さんに分かりやす

く説明していくことが、適応策だけではなくて

温室効果ガスを減らす緩和策にもつながってい

くと思うので、そこはしっかりと広報という形

で努めていきます。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 地球温暖化の関係で、さきほ

どの計画とも関連しますが、若い方たちが非常

に関心を持っていろいろ取組をされているかと

思います。 

大分県内にもそういう若い方たちがいると思

うので、そういう方たちと連携を取っているの

か、計画にもそういう若い方たちの意見を反映

すべきと思いますが、いかがでしょうか。 

宮澤うつくし作戦推進課長 正に御指摘のとお

り、特に気候変動とか温暖化問題は、これから

社会の主軸を担っていく若い人たちに一番影響

があるものだと思っています。 

したがって来年度、学生推進員制度という形

で県独自の仕組みを設けて、既に関心を持って

いる人たちの横の連携をつないだり、我々の企

画に意見をもらったりする場を持とうとしてい

るので、そういったことも含めてしっかりやっ

ていきます。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

で諸般の報告を終わります。 

 予定している案件は以上ですが、この際、ほ
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かに何かありませんか。 

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 さきほどの質問に対してのお答えします。 

 県民意識調査で部落差別の最たる事例として

結婚差別に対しての質問ですが、あなたのお子

さんが同和地区の人と結婚するとしたらあなた

はどうしますか、お子さんがいない方はいるも

のと仮定して考えてくださいということで、５

択をしています。 

１が、同和地区の人かどうかは関係ない、そ

のことで反対などしない。２が、できれば同和

地区の人でない方がよいが、反対はしない。３

が、反対するが、本人の意思が強ければやむを

得ない。４が、絶対に反対する。５が分からな

いとしています。この設問で、何らかの形で反

対という方が６割となっています。 

 こういった質問が差別を助長するのではない

か、逆効果ではないかというお考えをさきほど

いただきましたが、私どもも啓発に関して本当

に大きな課題を感じています。こういった差別

がある実態をきちんと皆様に知っていただくこ

とも大事だと思っているし、これが結婚したと

きに不幸になるとか、そういうことを植えつけ

るのではなく、そういうことを乗り越えてでも

幸せな生活を送っている方はいっぱいいます。 

ですから、今後はそういったことの啓発も必

要だと思うし、何よりもこういったことを通じ

て、私は差別をしないから関係ないという方を

一人でも減らして、一人一人が差別を許さない

と、しっかりと訴えられるような啓発が必要だ

と思っています。 

議員の皆様とも一緒に考えながら、これから

もしっかりと啓発に取り組んでいきたいと思っ

ているので、よろしくお願いします。 

猿渡委員外議員 同和地区は今あるんですか、

ないですよね。だから、同和地区の人と結婚す

るとしたらという表現自体が、県民が見たとき

に同和地区ってやっぱりあるんだと受け取られ

かねない。そこはやはり今後考えていただきた

い、マイナスになると私は考えます。 

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 歴史的な事実や経緯から、依然として同和

地区とみなされる差別は存在します。表現の仕

方などもいろいろと工夫しながら考えていきた

いと思っています。 

河野生活環境企画課長 ３月２日に行われた常

任委員会において、末宗委員からお話があった

ウクライナなどの国際関係事案について、私か

ら申し上げたいと思います。 

ロシアのウクライナ侵攻により、本県でも様 

々な影響や対応が考えられます。このため県と

しては、課題や支援内容に応じて各部局が連携

して対応することとしています。 

 避難民の受入れについては、企画振興部が窓

口となって情報収集を行い、各部局が連携して

対応を検討しています。また、県経済への影響

については商工観光労働部が、避難民や県内在

住のロシア人に関する人権相談については生活

環境部が対応することとしています。 

 県議会では昨日、ウクライナに１００万円の

支援金を送付されていますが、県においても企

画振興部の国際政策課が、県庁舎本館、別館の

受付窓口に募金箱を設置しています。 

末宗委員 何で勘違いして、委員会であんな発

言をしたのかが頭にあるのと、募金箱ね。札が

横で入らないです。 

それと、ウクライナの支援をする募金箱がこ

こにあるというのをもう少し分かるように表現

してもらいたい。 

河野生活環境企画課長 県議会事務局にもこう

いった内容について情報共有させていただいて

おり、県議会事務局からも国際政策課には、一

つはお金の入れる間口がちょっと狭いとか、あ

るいは募金箱が目立っていない、分かるような

工夫が必要ではないかといったことについて、

話をしています。 

今日いただいた意見についても、私から国際

政策課に伝えたいと思います。 

末宗委員 それより、何でああいう発言になっ

たのか、そこをちょっと教えてよ。 

磯田生活環境部長 予算特別委員会で御質問い

ただいたウクライナの取組をどうするのかと。

今、国際政策課等と話をして進めていますが、

あの段階では実はまだ取組をしている状況では
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ありませんでした。ですので、私どもも募金の

関係はないような感じはありました。 

 ただ、生活環境部ではめじろん募金のことし

か言えなかったので、まずはそこだけは申し上

げておこうという趣旨で、私から担当課長にこ

こだけは言うようにとお願いした経緯です。で

すので、そこは御了承ください。 

末宗委員 言われたときに行って、募金箱はな

かったんですよ。ないのにあると言ったんです

よ、めじろんも。 

 マスクをして、パーテーションもあってよく

聞こえないから２度確認したんですよ。募金箱

自体もないのに何であると言ったのか、分から

ないよ。 

佐藤県民生活・男女共同参画課長 申し訳あり

ません。アイネスの庁舎には置いてあり、各振

興局にももともと置いていましたが、休止して

いたので、また本日から全部の振興局に復活し

て置かせていただいています。 

 あわせて末宗委員の御示唆もあったので、県

庁の本館と別館にも新たにめじろん募金箱を設

置しました。 

平岩委員 今日は同和問題について随分意見が

言われて、皆さんにはいろんな考えがあると改

めて思いました。さきほど末宗委員が言われた

糾弾会も、もう昔の話ですが、私も随分見てき

ました。 

 ただ、私の友人のお兄さんは、いわゆる同和

地区とみなされている地区の出身で自殺しまし

た。私の友人から、父は学校の先生で、被差別

部落の人との結婚は許さないことは間違ってい

ると父に言うけれど、自分の娘の結婚には反対

すると随分聞いてきてですね。 

だから、本当にないと思いたいけれども、ま

だまだ見えないところでの差別があると私はい

つも感じてきたので、そのことをここでちょっ

とお伝えします。 

 それともう１点だけ。私が生活環境部の福祉

人材の育成について質問をして、そのときに時

間が足りなかったので、長く話ができませんで

した。生活環境部の福祉人材の育成というと、

どうしても部署が限られてくるので、そこを何

か非難した形になったら申し訳ないなと思って

いました。民間の人たちの思いと、そして、行

政との関わりの中で民間の人たちはそのことだ

けを一生懸命やっているのでキャパは狭いけど

非常に熱量が高いんですね。 

行政の方たちはいろんな仕事をしていて、全

部それにのめり込むわけにもいきません。見て

いると、民間の人は、まず第一に行政の人の機

嫌を損ねないようにしようと思う。その次に、

同じような思いを持ってもらえるように努力を

している。その後、初めて一緒に支援ができる

ようになっていると感じたりすることもありま

す。とても失礼な言い回しでしたが、そういう

ことを考えながら民間の人たちも一生懸命やっ

ているので、行政の人と一緒にうまくやってい

けるといいなという思いであんな質問をしたの

で、担当者に本当に申し訳ないと思いながら、

よろしくお願いします。 

衛藤委員長 ほかにないようですので、これを

もって生活環境部関係の審査を終わりますが、

ここで、私からお礼を申しあげます。 

  〔衛藤委員長挨拶〕 

  〔磯田生活環境部長挨拶〕 

衛藤委員長 ありがとうございました。 

 せっかくですので、今年度末で御勇退される

皆様から、一言ずつ御挨拶をいただきたいと思

います。 

  〔御沓審議監挨拶〕 

  〔梶原防災局長挨拶〕 

  〔佐藤県民生活・男女共同参画課長挨拶〕 

  〔中田環境保全課長挨拶〕 

衛藤委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもって、生活環境部関係の

審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

午前１１時４７分休憩 

          ―――――――――――  

午後 １時 １分再開 

衛藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。 

また、本日は委員外議員として吉村議員、猿

渡議員に出席いただいています。 
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 これより病院局関係の審査に入ります。 

まず、付託案件の審査を行います。 

 第１３号議案令和４年度大分県病院事業会計

予算について、執行部の説明を求めます。 

井上病院局長 衛藤委員長をはじめ委員の皆様

には、病院局の事業について日頃より御指導、

御支援を賜り、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症については、御案

内のとおり、県内の感染状況はゆっくりと好転

しつつありますが、なお予断を許さない状況で

す。当院においては、病棟を一部縮小して、コ

ロナ患者の受入れと治療にあたっており、今後

も感染状況に注視しながら、引き続き必要な対

応を行います。 

本日は、付託案件の審査として令和４年度大

分県病院事業会計予算と権利の放棄について、

それぞれ御説明します。 

私から、第１３号議案令和４年度大分県病院

事業会計予算について御説明します。 

議案書は７０ページからになりますが、本日

はお手元にお配りした令和４年度病院局予算概

要により御説明します。 

なお、先日の予算特別委員会で御説明してい

る内容と重複するので、説明については簡略化

させていただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願います。 

 福祉保健部が所管している県立病院対策事業

費の概要です。一般会計から病院事業会計への

負担金は、表の事業概要欄二重マル病院事業会

計負担金にあるように１０億８，４６４万２千

円で、前年度と比べ減額となっています。減額

の要因としては、企業債が一部償還終了したこ

とや、精神医療センターの増収により収支差が

縮小したことなどです。この負担金を受け入れ

る病院事業会計の受入れ予算科目について御説

明します。 

 ３ページをお開きください。 

予算科目は三つに分かれており、具体的には

右の表の一つ目、医業外収益の負担金交付金、

次に、その二つ下の資本費繰入収益、５ページ

をお開きいただき、左の表の二つ目、資本的収

入の他会計負担金となり、これらの合計額はさ

きほど御説明した病院事業会計負担金の金額と

なります。 

この予算の仕訳方は、公営企業会計制度に基

づくもので、３ページの医業外収益には、精神

医療センターなどの政策医療の不採算部門の運

営経費や医療機器の整備に充当した企業債の償

還経費等に対する負担金が、５ページの他会計

負担金には、病院施設の建設改良に充当した企

業債の償還経費に対する負担金が計上されてい

ます。 

 それでは、２ページにお戻りください。 

 次に、病院事業における３年度当初予算との

比較の概略を御説明します。 

４年度は、新型コロナウイルス感染症の再拡

大も懸念されますが、ワクチン接種、さらには

治療薬の普及等が見込まれることから、その影

響も徐々に薄まっていくものと考えています。

このことから、コロナ禍による受診控えにより

減少した患者数が緩やかに回復すると見込んで

予算編成しています。 

それでは、上段の収益的収支予算の表を御覧

ください。 

令和４年度の単年度損益は２億１，３００万

円の黒字予定で、令和３年度と比較すると増益

となる見込みです。 

 下段の資本的収支予算については、総合情報

システム更新と自家発電設備等浸水対策工事の

実施などに伴い、収入、支出とも３年度と比較

すると増額となります。 

 ３ページを御覧ください。 

 ４年度予算の概要を千円単位で記載していま

す。まず、収益的収入及び支出のうち、病院事

業収益について御説明します。 

 左側の表ですが、医業収益は入院収益、外来

収益などの合計です。入院、外来患者数や単価

については、３年度決算見込みを基に算定して

います。 

これに医業外収益、特別利益を加えて、病院

事業収益は、右の表の一番下の合計の欄にある

ように２０１億５，３２８万３千円です。 

 次のページをお開きください。 

 （２）病院事業費用についてですが、職員の
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給与費、薬品費等の材料費、減価償却費などで

構成される医業費用に、医業外費用、特別損失

を加えて、右の表の一番下、合計の欄にあるよ

うに１９９億４，０４９万６千円です。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 資本的収入及び支出についてです。 

 （１）の資本的収入は、左の表に掲載してい

る企業債、負担金で構成され、合計１６億５，

６３７万１千円です。 

 また、右の表（２）資本的支出は、建設改良

費と企業債償還金及び他会計からの借入金償還

金で構成され、合計３３億９，０８８万５千円

です。 

 次のページをお開きください。 

 ３の債務負担行為についてです。 

 まず、病院総合情報システム更新事業につい

てですが、これは電子カルテなどの院内システ

ムを２か年に渡り更新するもので、その経費と

して１５億１，９９０万円を予定しています。

４年度予算計上額を除く債務負担行為の限度額

は３億３９８万円です。 

 次に、下段の自家発電設備等浸水対策工事に

ついてです。これは、新たに設備棟を新築し、

非常用自家発電設備や受水槽等を高架化する工

事を２か年に渡り実施するもので１３億２，０

６６万６千円を予定しています。４年度予算計

上額を除く債務負担行為の限度額は２億６，４

１３万３千円です。 

 この工事概要については、昨年９月の本委員

会において御説明しましたが、その後、設計事

業者と詳細を検討した結果、受水槽も高架化す

ることとし、それに伴い設備棟を２階建てから

３階建てに変更することとしました。 

この変更に伴う工期の変更はなく、令和５年

度の出水期までに工事は完了する見込みです。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 コロナのことではなくて、ちょっと

がんのことで聞きたいけれど、２、３年前だっ

たか、東芝が血液１滴で１３種類かあるうちの

１１種類ぐらい分かって、九十何％ぐらいがん

の早期発見ができるというのをしていた。 

実用化まで１年か２年ぐらいかかると言って

いたけど、ちょうどその頃が今来ていると思い

ますが、県病とかでそういう取組はどうなって

いるのかと思ってね。非常に期待しています。 

井上病院局長 一般の病院にそういうものが普

及し始めたという情報を私は知りません。 

ただ、コマーシャルベースで、がんにかかり

やすい遺伝子をお持ちかどうかとか、そういう

部分は進んでいると思います。 

 それから、東芝がどういうものかちょっと私

はこの場で承知しませんが、線虫を使ってがん

独特のものに吸い寄せられるという性質を使っ

たものは、これは九州大学で実用化されてきて

いると聞いています。 

 これはあくまでも検診的な部門で病気かどう

かを見つけることになるので、県病でそれをし

ていくことには多分ならないので、一般的な検

診をやるところでそれが広がる可能性はあるの

ではないでしょうか。 

末宗委員 ちなみに局長は大体何が専門。 

井上病院局長 私はかつて子どもの医療をやっ

ていました。小児科です。 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２９号議案権利の放棄について執行

部の説明を求めます。 

於久医事・相談課長 第２９号議案権利の放棄

について御説明します。 

 議案書は２２６ページからになりますが、お

手元の福祉保健生活環境委員会資料で御説明し

ます。 

資料の１ページをお開きください。 

 この議案は、大分県立病院の医業未収金に係
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る債権のうち回収が不能なものについて、権利

放棄の議決をお願いするものです。 

 １の債権放棄の院内基準ですが、（１）５年

以上経過した未収金で、住民票調査により債務

者が行方不明のとき、（２）患者本人が死亡し

ており、債務を継承する相続人が不存在である

とき、（３）自己破産により債務免除のあった

もののいずれかに該当する場合に、債権放棄の

対象者としています。 

この基準に基づき、今回は２の表の（１）行

方不明者分と（３）自己破産者分を合わせて計

１２１名、７５２万５，９６４円の権利放棄を

お願いするものです。なお、（２）相続人不存

在の該当者はありません。 

 ３の未収金回収の取組ですが、一つ目、二つ

目のマルについては、平成２８年度から未収金

担当者の専任化を図るとともに専用電話を設置

し、毎週１回、夜間に電話による督促や文書に

よる催告を行っています。また、平日の訪問徴

収に加えて月１回、休日にも訪問徴収を行うな

ど対策を強化しています。 

 また、三つ目のマルですが、平成２５年度か

ら発生後１年を経過した未収金で徴収が困難な

ものについては、回収業務を弁護士法人に委託

しており、さらなる回収に努めています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

以上で、付託案件の審査は終わりました。 

 予定していた案件は以上ですが、この際、ほ

かに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 別にないようですので、これをも

って病院局関係の審査を終わりますが、ここで

私からお礼を申し上げます。 

  〔衛藤委員長挨拶〕 

  〔井上病院局長挨拶〕 

衛藤委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもって、病院局関係の審査

を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 

  〔病院局退室、福祉保健部入室〕 

 

衛藤委員長 これより、福祉保健部関係の審査

に入ります。 

また、本日は委員外議員として小嶋議員、吉

村議員、猿渡議員に出席いただいています。 

初めに、付託案件の審査に入ります。 

 第１号議案令和４年度大分県一般会計予算の

うち本委員会関係部分、第３号議案令和４年度

大分県国民健康保険事業特別会計予算及び第４

号議案令和４年度大分県母子父子寡婦福祉資金

特別会計予算について、執行部の説明を求めま

す。 

山田福祉保健部長 第１号、第３号、第４号の

計３議案について御説明します。 

説明は、お手元の冊子福祉保健部予算概要を

使って行います。 

３ページをお開きください。 

まず、（１）一般会計ですが、表頭の左から

２番目、予算額（Ａ）の福祉保健部①の計欄に

あるように１，３０７億４，２１４万６千円で

す。これを表の右側３年度当初予算額（Ｂ）と

比較すると、前年度対比で８１億９，９８６万

２千円、率にすると６．７％の増となっていま

す。 

この増の主な理由は、新型コロナウイルス感

染症対策に万全を期すため、今年度は累次の補

正予算で対応した関連事業費を、来年度は当初

予算から積極的に計上したことや、いわゆる団

塊の世代が後期高齢者となり始めることに伴う

医療費の公費負担増への対応などがあげられま
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す。 

続けて、４ページを御覧ください。  

（２）特別会計ですが、当部所管の国民健康

保険事業特別会計、母子父子寡婦福祉資金特別

会計等について、予算額（Ａ）の計欄にあるよ

うに１，１９８億６，５２８万６千円を計上し

ています。 

なお、今回の予算に係る重点事業等について

は１１日の予算特別委員会にて御説明したので、

本日はそれ以外の主な事業と債務負担行為の内

容について、担当課室長より説明させていただ

きます。 

首藤福祉保健企画課長 １３ページをお開きく

ださい。 

事業名欄４番目の災害時要配慮者支援事業費

８６６万９千円です。  

  この事業は、災害時における避難行動要支援

者に対する個別避難計画の作成を促進するため

の研修を実施するとともに、災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）の強化を図り、災害時における

要配慮者の安全・安心を確保するものです。 

一つ目の二重マル避難行動要支援者に対する

個別避難計画作成の促進では、ケアマネジャー

等福祉専門職や市町村担当職員、民生委員等の

関係者向けに個別避難計画作成研修を実施しま

す。 

二つ目の二重マル災害発生時の福祉的支援の

充実では、災害福祉支援ネットワークの運営や

災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に対する研修

及び訓練を実施します。 

小野医療政策課長 ２８ページをお開きくださ

い。  

一番下のオンライン診療推進事業費１，２３

０万円です。 

この事業は、地域の実情に応じたオンライン

診療を推進するため、オンライン診療対応医療

施設をインターネット上で見える化するととも

に、在宅医療現場での実装やへき地における実

証に取り組むものです。  

三つ目の二重マル在宅医療現場における活用

促進では、在宅医療に取り組む医師等を対象に

説明会を実施するとともに、患者のオンライン

診療受診を支援する訪問看護ステーションに対

してタブレット購入経費を助成します。  

四つ目の二重マルへき地における実証実験の

実施では、診療の質の向上を図るため、聴診音

伝達システム等の有用性を実証します。  

次に、３３ページをお開きください。  

  上段の看護職員確保総合対策事業費２億３，

５８９万３千円です。  

  この事業は、看護職員の確保、定着を図るた

め、看護師等養成所の運営支援や修学資金の貸

与を行うとともに、新卒者の就業促進や潜在看

護師の掘り起こし、新人看護師研修などを支援

するものです。  

二つ目の二重マル看護師等養成所運営費補助

は、看護師及び准看護師養成所に対して運営費

を補助するものであり、生徒数１人当たりの補

助単価等を２．４９％増額することとしていま

す。  

三つ目の二重マル看護師等修学資金貸付金で

は、今回、新たに県内就職率が低い養成所の学

生や県外からの移住者向けの貸付枠を創設し、

看護師の県内定着の促進を図ります。 

池邉感染症対策課長 ５７ページをお開きくだ

さい。    

上から２番目の感染拡大傾向時検査体制確保

事業費１２億円です。  

  この事業は、感染リスクを引き下げるととも

に県民の不安を解消するため、感染拡大の傾向

が見られる場合、県の判断により感染の不安が

ある無症状者へのＰＣＲ等検査を無償化するも

のです。  

検査実施場所は、県が公募の上、登録した薬

局や民間検査機関等になります。補助上限額に

ついて、ＰＣＲ検査では医療機関以外は１回当

たり１万１，５００円、医療機関は１回当たり

１万円です。抗原定性検査では、全事業者１回

当たり６千円となります。 

木内国保医療課長 ６２ページをお開きくださ

い。   

  一番下の糖尿病性腎症重症化予防推進事業費

１，９８５万８千円です。   

この事業は、人工透析の導入を回避するため
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かかりつけ医と糖尿病や腎臓病の専門医等との

連携を推進し、患者の個別支援の強化を行うも

のです。   

一つ目の二重マルでは、令和３年度に引き続

き、かかりつけ医の診療の支援等を行う大分大

学医学部附属病院の糖尿病性腎症重症化予防専

門外来の運営を支援します。 

二つ目の二重マルでは、治療中断者や未受診

者を医療機関への受診につなげるため、個別通

知や電話により、かかりつけ医への受診勧奨を

行うものです。   

最後に、三つ目の二重マルでは、かかりつけ

医での診療を専門外来の医師がオンラインを活

用して支援することにより、連携を強化するも

のです。 

阿部高齢者福祉課長 ６８ページをお開きくだ

さい。   

上から２番目の外国人介護人材確保対策事業

費２，５４１万３千円です。  

この事業は、県内の介護人材不足に対応し、

質の高い外国人介護人材を確保するため、関係

機関と連携して外国人介護人材の受入体制の整

備等を行うものです。  

一つ目の二重マル人材受入体制の構築では、

外国人介護人材の円滑な受入れと就労定着を図

るため、外国人介護人材の受入れに関する協議

会や受入施設等に対する研修会を開催します。  

三つ目の二重マル外国人介護人材と受入事業

者のマッチング支援では、送り出し国における

本県への就労希望者向け合同説明会の開催等を

支援します。また、令和４年度の新たな取組と

して、介護福祉士を目指す外国人留学生に奨学

金を給付する介護事業者に対し助成します。 

一丸こども未来課長 ８９ページを御覧くださ

い。  

  一番上のおおいた子育て応援スクラム事業費

２，４３１万６千円です。  

この事業は、地域全体で子どもの成長と子育

て家庭を応援するため、イクボス宣言企業や子

育て応援店を拡大するものです。令和４年度は

多胎児や低出生体重児への支援体制の充実にも

取り組みます。 

具体的に、六つ目の二重マル妊娠期からの切

れ目ない多胎児への寄り添い支援事業では、多

胎児の支援者養成研修や多胎児のいる家庭への

訪問、相談支援を実施します。 

七つ目の二重マル、リトルベビーハンドブッ

ク作成事業では、発達の遅れを考慮した低出生

体重児用の手帳リトルベビーハンドブックの作

成などを行います。  

次に、９３ページを御覧ください。 

下段の就学前後の切れ目ない支援体制整備事

業費６０５万円です。  

  この事業は、発達が気になる子ども等の情報

を就学前後の移行期に途切れることなく確実に

学校現場へつなぐため、母子保健、児童福祉、

教育等の関係機関間において、一貫した切れ目

ない支援体制を構築するものです。  

一つ目の二重マル関係者間の情報共有に向け

た連携ガイドラインの作成では、支援が必要な

子どもの情報をつなぐ仕組みやポイントを整理

した県版ガイドラインを作成します。  

二つ目の二重マル支援者向け合同研修会の開

催では、各地域の体制整備に向けた意識啓発や

相談支援スキルの向上を図ります。 

藤丸障害福祉課長 １１３ページをお開きくだ

さい。  

  一番上の医療的ケア児等支援推進事業費 １，

６４０万９千円です。   

この事業は、医療的ケア児等が地域で適切な

支援を受けられる環境を整えるため、ワンスト

ップで相談ができる体制を整備するほか、災害

時等に備えた設備整備を支援するものです。  

一つ目の二重マル医療的ケア児支援センター

の設置では、看護師等の相談員を配置し、保護

者等の相談対応や事業所への実地指導を行いま

す。  

また、三つ目の二重マル災害時等に備えた非

常用発電装置等の整備では、災害等の停電時に

おいても医療的ケア児等の生命の安全を確保す

るため、新年度中に全ての対象者に行き渡るよ

う、その購入費を助成します。 

一丸こども未来課長 債務負担行為について説

明します。  
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議案書の１８ページをお開きください。  

上から３番目の８番おおいた子育てほっとク

ーポン活用事業ですが、期間は令和４年度から

７年度までで、限度額は３，８８９万４千円で

す。 

これは、クーポンの有効期限を出生から３年

間としていることから、その期間内にクーポン

が全て使用された場合の額を計上しています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします 

末宗委員 今、がんの死亡率が一番大きいじゃ

ない。 

私がスマホで調べたら、東芝が１回２万円程

度、血液１滴で１３種類のがんが発見でき、今

年度内の実用化を目指すと書いていた。県も当

然病気の予防を推進する部署があるはずで、予

防が一番大切だし、とにかくがんは病気で一番

大変だから、そういうことに対して今県はどう

しているのか。血が１滴だけで９９％が分かる

というから、ぜひそういうのを進めていただき

たい。 

藤内理事兼審議監 がん検診については、流行

性、コスト、あるいは侵襲――胃カメラのよう

に、受けることによって危害を及ぼすこともあ

ることなど、そういう検診のメリットやデメリ

ットをきちんと検証した上で５種類のがん――

胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん

については実際に国がガイドラインを出し、そ

れに沿って各市町村が検診を実施しています。 

 今提案された新しいがん検診の方法について

は、まだそういうガイドラインに収載されてい

ないので、具体的に市町村が取り組む際にはま

だ少し時間がかかると考えています。 

もちろん、検診の有効性についてしっかり検

証された上で有効だと分かれば、実際にもそれ

を推奨することができると考えます。 

末宗委員 検証はいいけど、１３種類のうちの

どれかのがんにかかっていると、９９％の精度

でわかるというデータが出ているわけよね。 

今、それを実用化するための手段を東芝はし

ているわけよ。もう実証実験は終わっているわ

けよ。そういうのに対応する能力が行政に求め

られているけど、そこが今からしっかり検証す

るばかりでは、行政としての役割はあってもな

くてもいいとなるよ。 

ちょっとそこをそういう方向に持っていって

もらいたいです。行政の仕組みをちょっと頼み

ます。 

藤内理事兼審議監 今提案されたような、本当

に皆さんにとって有益かもしれない検診はほか

にもたくさんあります。 

五つのがん以外にも、例えば、前立腺がんや

甲状腺がんとか、いろんながんの検診が人間ド

ックで提供されています。一人一人に自分にと

ってメリットがあるか御判断いただいた上で、

受けることができるがん検診はほかにもたくさ

んあって、それはちゃんと利用されています。 

 今、私が言った行政が関与して住民に対して

公費で行う検診については、今のところまだ五

つに絞られていますが、そこをさらに広げるか

については、しっかりとした検証がいると考え

ます。 

末宗委員 私がさきほど言いたかったのは、時

代の変化に対して、行政は発想が悪いというこ

と。そういうのに費用も何も俺はかからないと

思うよ。 

県民のために、急いでそういうことを率先し

てがん患者を少なくして、一人でもどんどん助

けていく方向に行かないと。検証ばかりやって

がん患者がかなり死んでしまったのでは、福祉

の役割の意味がないじゃない、そこは提案して

おきます。 

平岩委員 不妊治療に対する助成が手厚くなっ

て、本当に該当する人たちにとってはとても喜

ばしいことだと思います。私の時代にそれがも

っと充実していたらどんなに私の人生は違った

だろうと、私の場合は根気が続かなかったなと

思いますが。 

それは置いておいて、不妊治療に対する助成

をしっかりしていくと同時に、望まない妊娠に

対する指導もしなければいけないと思います。 

コロナ禍で性的被害に遭って妊娠してしまう人

も出ているし、いろんな状況を聞くと、そうい
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う関係の中で嫌とかやめてとか、避妊というこ

とがはっきり自分の口から言えない状況がつく

られている。これはやっぱり教育の分野と思い

ます。自分の体はまず自分で守るという当たり

前のことがきちっと教えられていかなければい

けないと思います。 

 教育委員会と連携しなければ決してできるこ

とではないと思いますが、教育分野での性教育

といったときに、今性教育をできる教師が少な

いことや一時期性教育が過激だと、かなりバッ

シングを受けた時期があって、今は本当に性教

育自体がなかなかできていません。 

 だから、教育と連携しなければいけないと思

います。私は以前、県内所管事務調査でどこか

の保健師が、性教育が一番大事だから高校生に

一生懸命やるんですというお話をお聞きしたこ

とがあります。福祉の分野からもきちっとその

分野が成長して、教育と協力していくことが求

められるとつくづく思うので、もしお考えがあ

ったらお聞かせください。 

一丸こども未来課長 今、性教育について御質

問をいただきました。私ども母子保健ではプレ

コンセプションケア――妊娠前からのケアとい

うことで、若い世代からいずれ妊娠する、女性

であれば卵子がだんだん減っていくとか劣化し

ていく、妊娠適齢期がある、避妊の方法、デー

トＤＶ、彼氏が避妊してくれない場合それを拒

否することができるといったことを助産師から

詳しく学び、正しい知識を身に付けていただく

ための出前講座を、県の体育保健課と連携して

実施しています。今年度は３１か所で行い、約

２千人が受講しています。 

若い頃からしっかりと正しい知識を身に付け

てもらい、望まない妊娠は避けられるようにし

たいと考えています。もし万が一、望まない妊

娠が起きた場合は、妊娠ヘルプセンターを県の

助産師会に委託して設置しています。そちらで

電話相談を受け付けているので、活用していた

だきたいと思います。 

馬場委員 １０３ページの児童養護施設整備事

業費の関係です。中津児童相談所の管轄は日田

市、中津市、豊後高田市、宇佐市だと思います

が、一時保護所がなく、夜に大分の中央児童相

談所まで行かなければいけない状況があったと

思います。それは今度、この整備事業費で清浄

園の中にできるのか分かりませんが、その一時

保護所は何人ぐらい収容できるのか。 

それから、ヤングケアラーの調査もされて実

態が分かり、今後は周知をして子どもが相談で

きて、一時保護のような形でいくと思いますが

それはなかなか──僕は自分の経験で言うと、

お父さんと子どもが暮らしていて、小さいとき

は子どもが施設に入っていて、お父さんと生活

し始めてからはお父さんが朝早く行くから、子

どもがずっと食事を作っていたという生徒も中

学校にいました。 

そうなると、そういう生徒をどうサポートす

るか。その下の児童家庭支援センターで具体的

な支援をしていく場面が出てくると思います。  

まだこれから周知してということになると思

いますが、児童家庭支援センターがどういうも

のなのか、教えていただければと思います。 

河野こども・家庭支援課長 今、３点ほど御質

問をいただきました。 

 一つは、児童養護施設整備事業について清浄

園の中に一時保護専用施設を設置する件ですが、

委員が言われたとおり、児童養護施設清浄園の

中に一時保護を専用に行う施設として整備を予

定しており、定員は４人です。これにより、ほ

かの子どもの入所状況によらず、４人の枠であ

ればいつでも２４時間３６５日一時保護所とし

て使える形で整備をします。 

 ２点目は、ヤングケアラーに関する御質問で

すが、実際に周知して相談があった場合、どの

ような対応をするのかですが、ヤングケアラー

の状況は皆さんそれぞれで、一律の支援が効果

的だとは考えていません。 

まずは気付いて子どもの話を聞き、ケアをす

ることで何が困っているのか、後ほど御説明し

ますがケアをしていても子どもらしい生活が失

われていない子どももいます。それは子どもの

成長とか成熟度とかに応じたお手伝いの範囲で

考えられるものなので、そういうことをしてい

て、子どもらしい生活が損なわれている場合の
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対応になると思います。 

 そうした場合、どれくらい誰を対象にケアを

しているのか。どのような内容で、継続性はど

のあたりにあるのかを周囲の支援者、大人にな

ると思いますが、子どもの意向、家族の意向に

即した細やかな対応をしていくことが必要だと

考えています。 

 さきほど委員から御指摘のあった、例えば、

子どもがずっと食事を作っているということで

すが、そのときに子ども自身がそういう食事の

世話をすることで、宿題や部活動ができないの

であれば、夕食だけでもヘルパーの利用をしよ

うとか宅配を入れようかとか、そういったサー

ビスメニューを来年度、市町村にやっていただ

こうと考えており、予算化を図っています。 

 何分、市町村の事業になるので、県としても

国の補助枠を超えて県で単費の補助をしながら

市町村の事業を進めていこうと考えています。 

 それから、３点目の児童家庭支援センターの

ことですが、児童家庭支援センターは児童相談

所の機能を補完する地域の相談場所です。市町

村よりも少し専門性が高く、児童相談所ほどの

機能はないという、市町村の機能と児童相談所

の機能の中間的なものです。 

 本来的には、児童家庭支援センターは相談を

受ける場所で、大分県の児童家庭支援センター

は現在県内に５か所ありますが、そのうち４か

所は預かり機能を持っています。これは独自の

機能で、預かり機能があることで、地域で子育

て等に困っていたり、それから少し子育てを休

みたい、レスパイトしたいという方が使ってい

たり、さきほどあったように、例えばヤングケ

アラーで、父と子どもでずっと生活していて、

少し子どもらしい時間を取り戻したいというこ

とで、そこに泊まって食事の提供を受けたりと

いう形で、いろいろな支援に使える拠点です。 

 現在、大分市、別府市、中津市、これは令和

２年度までに整備していましたが、３年度に佐

伯市、それから３月１４日に日田市にもオープ

ンしました。 

今吉副委員長 ６８ページの外国人介護人材確

保対策事業費ですが、予算は去年よりも減って

います。 

外国人を介護に雇うのは、受け入れるときに

向こうでかなり教育を受けてきているのか、こ

っちで受けるとしても、介護福祉士の資格もあ

るでしょうから。 

そういう人材育成の実績がどうかと、現実に

外国人の介護はなかなか続かない話も聞いたこ

とがありますが、そこについて答弁をお願いし

ます。 

阿部高齢者福祉課長 外国人介護人材の育成に

ついて、大分県ではベトナムで、令和２年９月

から３月まで大分県コースという研修を行い、

そこで１４人が修了しています。男性７人と女

性７人で養成は修了しましたが、コロナの影響

等があって、その後、国内である試験が受けら

れていないので、まだこちらに入国はできてい

ません。 

ただ、オンラインで県内の事業所とのマッチ

ング支援も行っており、今年、現地の１４人中

７人がそのマッチングに参加して、県内の１１

事業所、登録支援機関３事業所を交えて合同説

明会を行いました。 

 あと、必ず向こうで育成できているかについ

て、こちらで留学しながら育成していくものに

対しては、さきほど説明でも申した新規事業と

して、介護福祉士を目指す外国人留学生に対し

て奨学金を給付する事業を今回打ち出していま

す。例えば、県内の養成施設に来て学ぶ方につ

いては、一人当たり３６万円の３分の１として

６人分を養成施設に計上しています。また、日

本語学校で学ぶ方についても予算を計上してい

ます。 

 あともう１点は、外国人の…… 

今吉副委員長 過去の実績はまだないというこ

とですね。 

阿部高齢者福祉課長 実際に入ってきた方の日

本語翻訳機等の助成や、集合研修等は行ってい

ます。 

 おっしゃるのは、養成の…… 

今吉副委員長 入ってきて、最終的に介護士の

資格を取らないといけないわけでしょう。そう

いう人の実績はまだないということですね。 
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阿部高齢者福祉課長 実績としては…… 

衛藤委員長 では、一旦確認していただいて、

後ほど御答弁いただけたらと思います。 

阿部高齢者福祉課長 あと、外国人は勤め続け

られているのかについて、県内で特定施設の受

入れをしている施設にも話を聞きました。 

非常に勤勉で、日本人がむしろ嫌がることも

全然苦にせず、また、今は本国にも帰れない状

況の中、全然そういうことについても弱音を吐

かず一生懸命頑張っており、また、施設利用者

にも非常に気に入られてやっていると話を聞い

ています。 

 今年度は、インセンティブ補助金で２６施設

ほど受入れのための補助金を準備しましたが、

実際の受入れはほとんどできず、４施設にとど

まっています。そういったところで外国人だか

らといって、入所の支援が日本人に比べて悪い

かというと、必ずしもそうではないと認識して

います。 

 数についてはすみません、今から調べます。 

河野こども・家庭支援課長 さきほど馬場委員

から御質問のあった一時保護施設の定員で４人

と申しましたが６人です。大変失礼しました。 

戸高委員 さきほど出た不妊治療の件について

は、国の先を行く大分県の不妊治療の施策であ

り、本当にお礼申し上げます。 

前にも申しましたが、不妊治療の保険適用が

６回目までのときに、福祉にも相談をした件で

す。６回目でやっと生まれてもう一人欲しいと

なったときに、その方の御主人が白血病のがん

で、精子の凍結保存をがんの治療を行う前にや

っていた方がいました。 

ただ、６回までが限度だったのでできなかっ

たですが、その翌年から拡大していただき、そ

の方には２人目ができて、今大きくなっている

状況です。 

 今回も保険適用があったとはいえ、最大の配

慮でここまで拡大していただいたこと、医療機

関にもこういった制度が迅速に患者に伝わって

いる状況もお聞きし、非常に感謝しています。

これは御礼だけなので、引き続きお願いしたい

と思っています。 

さきほどせっかくがん対策の件が出たので、

子宮頸がんワクチン接種の件でお聞きします。

代表質問でも出ましたが、県としてはしっかり

とした情報提供を市町村に行っていくと思って

います。 

ただ、接種の勧奨が止まった時点で、接種の

情報で得るものは副反応に関すること、マイナ

スと言っていいのか分かりませんが、そういう

情報しかなかなかメディアからは得られません。

ヨーロッパや韓国もそうですし、日本もやって

いますが、それに対するいろんなリスクのエビ

デンスであったり、有効性、安全性の問題とい

う情報も細かく出ています。また、１１月の検

討会の材料になったエビデンスでしょうが、ス

ウェーデンかどこかで行った接種後１２年間の

有効性の追跡調査結果も出ています。 

 そういった情報も、市町村担当者がしっかり

得られるように、国が市町村にアンケート調査

を行っていると思うので、そういうこともしっ

かり伝わるようにして、あとは自己判断として

やっていただく形を取っていただきたいと思っ

ています。県として、有害事象に対する医療体

制とか診療の相談体制は、大分大学医学部附属

病院がやっていますが、それもしっかり絡んで

いただきたいと思います。 

 もう１点が、日本で承認されているワクチン

は２価と４価、９価の３種類ですが、９価ワク

チンがヨーロッパも主流になって、また、男性

にも接種をすると効果があると聞いています。

今、９価ワクチンが品不足ということで、９価

を待っていて２価や４価が使われないジレンマ

も実際にあると聞いています。そういういろん

な意味での情報提供も必要だと思っているので、

その辺の情報に関しての市町村の反応というか

そういったものがもし分かればと思います。 

 長くなってすみません。もう１点、重症化予

防の件で、大分大学医学部附属病院に支援をす

るということですが、大分大学医学部附属病院

がかかりつけ医に行っている支援の内容は、単

に情報交換や情報提供なのか、治療法の方向性

の相談なのかちょっと分かりません。それを詳

しく教えていただきたい。 
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池邉感染症対策課長 子宮頸がんワクチンの件

です。先日、市町村のワクチン接種担当者との

情報交換会をＺｏｏｍで行いました。説明をし

て終わりましたが、今後も定期的にやっていき

ます。 

 今、私から言えることは少ないですが、有害

事象に偏るのではなく、ＷＨＯから指摘されて

いることでもあるし、有効であることに関して

もホームページだけではなく市町村と連携して

情報提供をしっかり行っていきます。 

 また、９価のワクチンに関しても認可され次

第になるとは思いますが、９価もぜひ個人的に

も進めていきたいとは思っています。ただ、２

価も４価も一番発がんリスクの高いＨＰＶのタ

イプは、それだけでも６割ぐらいは予防できる

ので、９価を待たなくても打つべき人にはしっ

かり打てる体制はつくっていきたいと思ってい

ます。 

今できることを情報提供しながら、希望する

方にはできるだけ多くの方に打ってもらえる体

制をつくっていきます。 

木内国保医療課長 糖尿病性腎症重症化予防の

専門外来のかかりつけ医の支援についてお答え

します。 

 個別の事案についてはなかなか申し上げられ

ませんが、仕組みとしては、かかりつけ医が専

門医の診察が必要だと専門外来に紹介すると、

３か月に１回、専門外来に患者が行きます。そ

こで、ふだんかかりつけ医ではできない専門的

な診察や検査をして、その結果をかかりつけ医

と共有して、薬の処方だとかそういったところ

を含めて指導もしています。 

 また、専門外来に行ったときには専門医だけ

ではなく看護師や管理栄養士も含めて多職種の

チームを組んで、生活改善まで指導するように

しているので、そういった情報も共有するよう

になっています。 

 なお、患者とは別に専門外来で研修等をオン

ラインでやったりしているので、そういったと

ころにかかりつけ医の先生に参加していただい

て、いろんな知見等を吸収していただく研修会

等も行っています。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

吉村委員外議員 １点だけ伺います。 

 予算概要の１００ページに、児童虐待防止関

連の事業があります。その中で、産前・産後母

子支援事業と書かれていますが、福岡県では産

前のお母さんも入所できる施設があると思いま

す。 

県と市でやっていると思いますが、虐待防止

の観点からも実家に頼れない、いろんな事情が

ある若いお母さんたちの、お子さんを産む前か

らそういった施設でフォローする体制は大分県

ではどうなっているのか、教えてください。 

河野こども・家庭支援課長 産前産後事業です

が、大分県の事業でも産む前からお母さんが入

所できる仕組みとなっています。 

御利用いただければと思います。 

吉村委員外議員 私は福岡県しかないと聞いて

いたので、しっかりと周知が必要だと感じてい

ます。よろしくお願いします。 

小嶋委員外議員 １点だけ、８９ページでさき

ほど説明のあった、おおいた子育て応援スクラ

ム事業費。この事業で対象とする市町村は、大

分県内全域であるかをお尋ねします。 

一丸こども未来課長 対象は、大分県内全域で

す。 

小嶋委員外議員 大分市は中核市であることか

ら、県が行う事業で大分市を対象としないとこ

ろが仮にあるとすれば、例えばどういう事業が

あるのか。今はっきり分かるところがあれば教

えてください。 

一丸こども未来課長 中核市に直接国から補助

金が行くようなケース、例えば、児童手当とか

については県からは行かないようになっていま

すが、一般的な事業については大分市も含んだ

ところでやっています。 

猿渡委員外議員 虐待通報について、埼玉県は

児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待について

２４時間３６５日対応の通報ダイヤルがあると

いうことです。 
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児童虐待については児童相談所が２４時間３

６５日やっていると思いますが、高齢者は市町

村の窓口になると思います。障がい者は社協に

あって、権利擁護センターになるかと思います

が、時間延長等が必要だと思います。 

 今、コロナ禍で心配されるので、虐待は余り

大分県では増えていないという話もありますが、

通報しやすい体制を充実させていくことが必要

だと思いますがどうでしょうか。 

河野こども・家庭支援課長 児童虐待について

は、児童相談所が２４時間３６５日受け付けて

います。必要であれば対応もしています。 

藤丸障害福祉課長 障がい者の虐待ですが、委

員がおっしゃったとおり、各市町村にそれぞれ

相談窓口を設けていますが、平日の開庁日が中

心になっています。 

阿部高齢者福祉課長 高齢者虐待については令

和２年度ですが、施設での虐待については報告

されていません。（「通報窓口」と言う者あり）

通報窓口については、市町村が虐待認定をする

こととなっており、窓口も市町村です。 

猿渡委員外議員 障がい者も高齢者も平日の８

時半から１７時までだと思います。なので、夜

間とか土日も対応できるように、今後ぜひ何ら

かの形で窓口を開き、通報しやすい体制を要望

します。お願いします。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 まず第１号議案について、さきほど審査した

生活環境部関係部分と合わせて採決します。 

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、第１号議案の

うち本委員会関係部分については、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 次に第３号議案について、本案は、原案のと

おり可決すべきものと決することに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に第４号議案について、本案は、原案のと

おり可決すべきものと決することに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２２号議案大分県福祉のまちづくり

条例の一部改正についてですが、本案は関係す

る土木建築委員会及び文教警察委員会に合い議

をしていることを申し添えます。 

それでは執行部の説明を求めます。 

首藤福祉保健企画課長 資料の１ページをお開

きください。  

第２２号議案大分県福祉のまちづくり条例の

一部改正について御説明します。議案書は２１

１ページですが、委員会資料で説明します。  

１の条例の概要ですが、この条例は高齢者、

障がい者を含む全ての県民が自由に行動し、社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参

加できる福祉のまちづくりを進めていくことを

目的として平成７年３月に制定しており、建築

物や道路などの基準を規定しています。  

２の改正の理由ですが、通称バリアフリー新

法に基づき定められている高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準を

定める規則及び移動等円滑化のために必要な道

路の構造に関する基準を定める省令が一部改正

されたことから、これらを参酌して基準を定め

ている本条例を改正するものです。  

３の改正の内容ですが、まず、（１）条例第

２３条の４、信号機関係については視覚障がい

者等の安全のために設置する信号機の基準を改

正します。対象区域は、市町村のバリアフリー

基本構想に基づく公安委員会の計画区域内、具

体的には大分駅及び鶴崎駅周辺ですが、現行で

は音響を発することができる信号機のみとして

いるところをスマートフォンなどのアプリによ

る音声案内でも可能とするものです。  

次に、（２）条例第２３条の７、県道関係に

ついてです。 

①自転車歩行者専用道路と歩行者専用道路の
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規定を新設します。具体的には、対象となる大

分駅、別府駅周辺の県道において、これら専用

道路を設ける場合に、その幅員等について規定

するものです。 

②歩道橋などの立体横断施設に設置されるエ

レベーターに関する規定を改正します。現行で

は、エレベーター出入口の戸にガラスをはめ込

む措置により内外の様子を相互に確認できるよ

うにしていますが、改正後はモニターに画像を

表示する設備の設置でも可能とします。  

③バスターミナルの規定を新設します。バス

ターミナルについては交通事業者が設置する場

合が多いのですが、昨今、道路管理者が設置す

る例も出てきています。そこで、県が県道の付

属物としてバスターミナルを設置する場合の通

路や出入口の幅員等の基準を規定するものです。  

なお、（２）県道関係の三つの改正について

は、現時点では対象となる既存施設はありませ

んが、今後の施設整備等に備え、あらかじめ条

例を改正するものです。  

最後に、４の施行日については公布日として

います。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 なお、本案について、土木建築委員会及び文

教警察委員会の回答は、原案のとおり可決すべ

きとのことです。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第２３号議案大分県医師研修資金貸与

条例の一部改正について執行部の説明を求めま

す。 

小野医療政策課長 資料の２ページを御覧くだ

さい。  

第２３号議案大分県医師研修資金貸与条例の

一部改正について御説明します。議案書は２１

８ページですが、委員会資料で説明します。  

この条例は、１の条例の概要にあるように、

県内の病院等において後期研修を受けている医

師に対し、研修資金を貸与することにより、地

域における医療提供体制の確保を図ることを目

的としています。 

貸与対象者は、指定医療機関又は特定診療科

において後期研修を受けている医師であり、特

定診療科として小児科、産婦人科を規定してい

ましたが、２の改正の理由に記載のとおり、地

域で不足している救急科専門医の確保を図るた

め、今回、救急科を対象に加えることとしまし

た。  

３の改正の内容ですが、特定診療科の定義に

救急科を追加するとともに、貸与条件として後

期研修終了後、救急医が不足している圏域の２

次救急医療機関で業務を行うことを義務付ける

ものです。  

最後に、４の施行日についてですが、本年４

月１日としています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２４号議案大分県国民健康保険財政

安定化基金条例等の一部改正について執行部の

説明を求めます。 

木内国保医療課長 委員会資料の３ページをお
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開きください。  

第２４号議案大分県国民健康保険財政安定化

基金条例等の一部改正について御説明します。  

議案書では２１９ページですが、委員会資料で

説明します。  

  今回改正する条例は、１の条例の概要に記載

している大分県国民健康保険財政安定化基金条

例及び大分県国民健康保険条例の二つです。こ

れらの条例は、それぞれ基金の管理に関する事

項、国民健康保険の運営に関する事項を定めた

ものです。   

２の改正の理由ですが、全世代対応型の社会

保障制度を構築するため健康保険法等の一部を

改正する法律による国民健康保険法の一部改正

に伴い、財政安定化基金に年度間の財政調整を

行う事業が新設されたこと等によるものです。  

３の改正の内容ですが、国民健康保険財政安

定化基金条例については、基金の処分に財政調

整事業により国保特別会計に繰り入れる場合を

追加することや、基金の運用収益の予算計上を

国保特別会計とし、運用収益以外の積立方法と

統一するなど所要の規定整備を行うものです。  

国民健康保険条例については、条例本文に引

用されている省令名の改正などに伴い所要の規

定の整備を行うものです。  

４の施行日ですが、改正法の施行日である令

和４年４月１日としています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第２５号議案大分県介護福祉士等修学

資金貸与条例の廃止について執行部の説明を求

めます。 

阿部高齢者福祉課長 委員会資料の４ページを

御覧ください。  

第２５号議案大分県介護福祉士等修学資金貸

与条例の廃止について御説明します。 

  １の制度概要を御覧ください。本制度の目的

は、将来県内で介護福祉士等として業務に従事

しようとする方に対し、介護福祉士等修学資金

を貸与することにより、県内における介護福祉

士等の確保を図るものです。 

なお、事業期間に記載のとおり、本条例によ

り県が直営で債権管理を行ったのは平成２６年

度までであり、現行制度は国の要綱を根拠とし

て、大分県社会福祉協議会を実施主体に平成２

７年度から実施しています。 

その下の貸与金額については、条例による旧

制度では社会福祉士が１年分で４３万２千円に

対し、現行制度は１００万円であるなど、現行

制度は旧制度と比べて金額等が充実しており、

返還免除要件についても介護業務の従事期間が

７年間から５年間と現行制度では緩和されてい

ます。  

次に、２の制度活用状況についてはさきほど

申し上げた現行制度の充実に伴い、旧制度の貸

付人数６７人に対し、現行制度では４７４人と

多くの方に御活用いただいています。  

  以上から、旧制度の条例による資金貸与を受

けた方の債権管理が終了したことに加え、現行

の大分県社会福祉協議会を実施主体とする貸付

事業が充実したことから、条例を廃止するもの

です。  

なお、本廃止条例の施行日は、公布の日を予

定しています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ
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より採決します。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第２６号議案児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の一部改正に

ついて執行部の説明を求めます。 

河野こども・家庭支援課長 委員会資料の５ペ

ージをお開きください。  

第２６号議案児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について、

御説明します。 なお、議案書は２２１ページで

すが、委員会資料で説明します。  

  １の改正の理由にあるように、児童福祉法に

基づく省令等の一部改正に伴い、所要の改正を

行うものです。  

対象は、２の改正する条例の１から２に掲げ

る二つの条例で、児童福祉施設に加え、障害福

祉関係の事業所が対象となります。  

３の改正の内容ですが、まず１点目、乳児院

等の長の資格要件の改正です。福祉現場の実務

経験を重視するため、施設長の資格要件のうち、

過去の従事期間を勘案するものを社会福祉事業

又は児童福祉事業から相談援助業務に改正する

ものです。下の二重マルにあるように、資格要

件の厳格化に伴い、条例施行前の従事者が引き

続き施設長として従事できるよう、経過措置を

設けています。 

２点目は、児童福祉施設の長の入所者に対す

る親権行使に係る改正です。民法の一部改正に

より成年年齢が１８歳となることから、施設長

の懲戒権の行使対象に係る表記を児童等から児

童に改正するものです。  

３点目のその他は、社会福祉士及び介護福祉

士法附則の条ズレに伴い、条例の規定を整備す

るものです。  

４の施行日についてですが、本年４月１日と

しています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 事前に説明いただいたとき、

児童福祉施設の長の関係で、福祉業務に携わっ

ていた方が長になるように変わり、事務をして

いた方ではだめだということで同感しました。  

児童等を２０歳未満から１８歳未満とする改正

は、１８歳になっても高校を卒業していない数

か月があるし、高校卒業まで児童養護施設での

入所が可能ということでいいのか。 

高校を卒業した後もいろんな支援やサポート

が必要だったりすると思いますが、そのあたり

の体制はどうなるのか教えてください。 

河野こども・家庭支援課長 成年年齢が引き

下がったことにより、児童養護施設の入所期間

がどうなるかですが、実務的には子どもの延長

はこれまでどおり行うので、この件で子どもに

不利益がないようにきちんとサポートしていき

ます。 

猿渡委員外議員 高校を卒業して児童養護施設

を出た後も、やはり支援体制を強化しなければ

ならないと思います。今、経済状況が不安定で

雇用状況も不安定なので。その辺をぜひ強化し

ていただく方向でお願いしたい。 

河野こども・家庭支援課長 大分県では退所後

もきちんとフォローできるよう児童アフターケ

アセンターを設けており、あわせて現在、国会

に上程中の改正児童福祉法では、児童養護施設

等を出た若者の支援については年齢制限を決め

ず、子どもの状況に合わせて支援することが予

定されているので、ケアリーバーのフォローに

ついてはこれからもしっかりやっていきます。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、請願１４子どもたちへの新型コロナワ
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クチン接種に関して配慮を求めることについて

執行部の説明を求めます。 

池邉感染症対策課長 お手元の緑色の請願文書

表１ページをお開きください。  

請願１４子どもたちへの新型コロナワクチン

接種に関して配慮を求めることについて御説明

します。  

  県内でも、３月から各市町村において小児へ

のワクチン接種が進められています。小児への

ワクチン接種に関して同調圧力や差別が起きな

いよう、国ではホームページやパンフレット等

を通じて普及啓発を行っています。また、県で

は学校で指導を行うとともに、新聞やホームペ

ージ等で啓発するほか、新型コロナに関する各

種相談に随時対応しています。  

  次に、小児の接種については、現時点におい

てオミクロン株に対するエビデンスが確定的で

ないことも踏まえ、努力義務の規定は適用され

ていません。市町村から送付される接種券とあ

わせて、ワクチンの効果と副反応を分かりやす

く解説したリーフレットが同封されており、こ

れらの正しい情報に基づいて、お子様と御家族

でよく話し合って接種の検討をお願いしていま

す。 

小児のワクチン接種は、保護者の同意がなく

接種する事はありません。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

 なお、本請願については、生活環境部人権尊

重・部落差別解消推進課にも関係するため、御

手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

にも御出席いただいています。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より、本請願の取扱いについて協議します。 

いかがいたしましょうか。 

〔協議〕 

それでは、採決についてお諮りします。 

 本請願は、採択すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がないので、本請願は、採

択すべきものと決定しました。 

次に、請願１５、２０２２年度年金支給額引

き下げ中止を求める意見書の提出について執行

部の説明を求めます。 

隅田保護・監査指導室長 請願文書表の２ペー

ジをお開きください。  

請願１５、２０２２年度年金支給額引き下げ

中止を求める意見書の提出について御説明しま

す。  

  公的年金制度については、国において制度の

持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確

保を図り、将来的に安心な年金制度を構築する

ため、社会経済情勢の変化に対応した保障機能

の強化等所要の措置が講じられています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

今吉副委員長 異議ありです。 

国の制度の中でつくっている年金制度なので、

なかなかその修正は国の方針に沿っていかない

と難しいと思うので、異議を唱えます。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 意見ですが、今、説明の中で

執行部から将来的に安心な年金制度を構築と説

明がありましたが、実感としてはそうではない

と思います。 

年々年金は下がっていて、今、物価が本当に

上がっている中、今後ますます上がろうとして

おり、前年よりも０．４％の削減で２年連続の

削減です。年金生活が厳しくなっていることは

国も認めていると思います。今度、１人５千円

程度給付金を支給しようかという話が出ている

のは、やはり年金生活が厳しいことの現れと思

います。 

 年金は、健全な国民生活の維持や向上に寄与

することが公的年金制度の目的であって、それ

に逆行していることを年金生活の方は実感して

いるし、介護保険料はどんどん上がるし、天引
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きされた中で非常に厳しいという声は皆さん聞

かれていると思うので、ぜひ採択していただき

たいと思います。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より、本請願の取扱いについて協議します。   

いかがいたしましょうか。 

〔協議〕 

衛藤委員長 それでは、採決についてお諮りし

ます。 

 本請願は、採択すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

衛藤委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決します。 

本請願は、採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。 

衛藤委員長 賛成少数であります。 

よって、本請願は不採択とすべきものと決定

しました。 

以上で、付託案件の審査は終わりました。 

 次に、付託外案件の審査に入ります。今回は

陳情が１件です。 

 それでは、陳情３７について執行部から説明

をお願いします。 

池邉感染症対策課長 お手元のピンク色の陳情

文書表２ページをお開きください。  

陳情３７コロナ感染拡大防止策について、御

説明します。  

内容は、新型コロナウイルス感染症のオミク

ロン株が急拡大している中、コロナ対策として

空気清浄機のフィルターにアニオン性界面活性

剤を付けることでウイルスが不活性化し、感染

拡大防止が図られるため、県がこの方法を率先

して実行、情報発信し、コロナ対策空気洗浄機

の作り方を広めるよう提言しているものです。  

国によると、市販用の家庭用洗剤の主成分で

ある界面活性剤は、ものに付着したウイルス対

策として有効とされており、陳情者が提言する

アニオン性界面活性剤もその一つです。 

しかしながら、アニオン性界面活性剤を空気

清浄機のフィルターに付ける方法については国

から示されておらず、その有効性は判断できま

せん。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

末宗委員 要するに有効なのか、有効ではない

のか、県の見解は。 

池邉感染症対策課長 有効かどうかの判断がで

きないということです。 

末宗委員 不採択にするの。いや、議決するの

か、有効かも分からんのに。（「陳情だから」

と言う者あり）ああ、陳情か。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 ほかに御意見等もないので、これ

をもって意見聴取を終了します。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。 

 まず、①について説明をお願いします。 

藤内理事兼審議監 お手元に新型コロナウイル

ス感染症の現状についてという縦の資料がある

と思うので、これにより現在の県内の感染状況

等について説明します。 

 まず、世界の発生状況ですが、世界で４億人

を超える感染者が出ています。世界的には５週

間続けて感染者が減り続けていましたが、ここ

へ来て下げ止まっています。特にヨーロッパで

はオミクロン株のＢＡ．２という亜型が増え、

それによる流行の再燃が起こっています。 

 国内の発生状況ですが、既に御案内のとおり

まん延防止等重点措置は３月２１日で１８都道

府県が解除されることになりました。また、２

月２０日までで大分県を含む５県、３月６日ま

でに１３県の重点措置が解除されています。 

 県内の発生状況ですが、昨日までに２万８，

５３０人の感染、そして残念ながら１２２人が

亡くなっています。現在は１４７人が入院し、

宿泊療養が３７７人、自宅療養が１，２０３人

です。一時期２千人を超える方が自宅療養され

ていましたが、１，２００人まで減ってきまし
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た。 

 細かな感染状況については、この後の資料で

詳しく紹介します。１枚おめくりください。 

 これは、前の週の同じ曜日と比べて感染者が

増えたのか減ったのかが分かるようにしたもの

です。赤い字は前の週の同じ曜日より増えたも

の、青い字は減ったものです。 

 ２月１１日以来、２週間続けて青字が続きま

した。つまり、前の週よりも減少の状況が２週

間続きましたが、まん延防止等重点措置解除後

２月２５日から今度は逆に８日間続けて前の週

を上回る状況が続きました。しかし、本日は１

８１人の公表をします。この人数は前の週の２

９８人よりも少ないので、１４日続けて前の週

を下回る状況です。 

 下のステージ表です。ちょっと小さくて申し

訳ありません。県内の感染状況を評価するもの

ですが、今は重症者が３人で人工呼吸器を使っ

ています。ただ、このうちの２人はコロナの肺

炎で人工呼吸器が必要になったのではなく、も

ともと持病があり、その持病が悪くなって人工

呼吸器が必要になったと伺っています。 

 それから、病床使用はさきほど申した１４７

床使っており、病床使用率は２８．９％です。 

 感染経路不明者はここのところ、大体３０％

前後で推移しています。 

 それから、人口１０万人当たりの新規感染者

数は、昨日の時点で１４７．６７ですが、これ

はピーク時が２６７．９でしたので、それから

比べると半分近くまで減ってきています。 

 一番右側のＰＣＲ陽性率を御覧ください。１

３．１４％ですが、これがピーク時には１７％

を超えていたので、これも少しずつ下がってき

ています。 

 では、次の３ページを御覧ください。 

 全国が上の欄で、中段が県内の新規感染者数

の推移ですが、全国と同じようにピークを越え

て順調に下がってきています。全国もピーク時

に比べると５５％、半分近くまで下がってきて

いるし、大分県もちょうどピークに比べると５

５．１％まで下がっています。 

 では、次のページを御覧ください。 

 少し見づらい表で恐縮ですが、一番右側の太

枠で囲んだ数字を御覧ください。 

 これは、前週比、前の前の週と先週の比較で

す。北海道から首都圏、愛知、関西圏いずれも

０．８台とか０．９台の数字が並んでいます。

つまり、前の週よりも減少局面にあり、全国的

に現在、この第６波は減少基調にあります。 

 下の表が九州・沖縄・山口ですが、大分県が

前の週と比べると０．８２、福岡県も含め０．

９前後になっています。少し気になるのが、隣

の宮崎県は大分県よりもいち早く減少しました

が、ここへ来て少しリバウンドしていて１．１

１。つまり前の週の１．１倍増えています。こ

れは後ほどグラフでお示しします。 

 ５ページが各都道府県の人口１０万人当たり

の新規感染者数を多い順に並べたもので、大分

県は今３５位で、この１４日間続けて新規感染

者が減っているので、順位も２０位台から徐々

に下がっています。 

 では、次の６ページを御覧ください。 

 込み入った折れ線グラフで恐縮ですが、大分

県が赤いマルの実線の折れ線グラフです。ちょ

うど８日続けて増えたところで、一旦まん延防

止等重点措置解除後、再拡大の傾向が出ました

が、それがここへ来てずっと下がってきていま

す。 

 その結果、オレンジ色で示した山口県や黒で

白く抜いた宮崎県ですが、この宮崎県や山口県

はいち早く感染が落ち着いていましたが、この

二つの県がここへ来て少し増えているので、本

県をはじめ、鹿児島県とか長崎県がそれに追い

付く状況になってきています。 

 また、広島県もまん延防止等重点措置をいち

早く取って下がっていましたが、ここへ来て少

し上がってきていると。全国的には減少基調に

ありますが、いくつかの自治体で少し増加の傾

向です。 

 では、これから県内の感染状況を少し詳しく

分析した結果を御報告します。 

 ７ページの上のグラフですが、これは年代ご

との１週間の新規感染者数、１日平均の推移を

示したものです。 
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 オレンジ色で示した１０歳未満が２月の第２

週に最も多くなり、その後下がっていましたが

先週３月の第２週に再び増加に転じています。

それ以外の各世代は順調に下がっています。つ

まり、１０歳未満以外は順調に減ってきていま

す。 

 その下は感染経路の推移ですが、濃い青で示

した家族内感染が最も多い状況が続いています

が、赤で示した幼児教育・保育施設の感染が上

から４段目の２月の第２週にかなり多くなって、

それから一旦減ってきています。 

先週、少し大きい保育園のクラスターがあっ

たので、またちょっと赤が増えています。それ

から、黄色で示した高齢者施設等も少しずつ減

少してきています。 

そして、オレンジ色の医療機関における感染

も２月の第４週、３月の第１週と１８０人近い

感染が認められましたが、先週は８１人で、医

療機関におけるクラスターもやっと落ち着いて

きた状況です。 

 それから、灰色で示した感染経路不明者も、

ここへ来て徐々に減ってきています。 

 では、次のページを御覧ください。 

 これは第６波における１週間ごとのクラスタ

ーの発生状況で、どの施設で発生したかを色で

分けたものです。 

 オレンジ色で示した幼児教育・保育施設が２

月の第２週に１６件、保育園や幼稚園等でクラ

スターがありましたが、それも落ち着いてきて

います。それから、赤で示した医療機関も２月

の第２週に７件ありましたが、それが先週は１

件と減ってきています。そのほか福祉施設や学

校、企業も１週間に４件から５件程度発生して

いるのが現在の状況です。 

 それから、８ページの下の折れ線グラフは、

２０歳未満の乳幼児、児童生徒、学生の推移を

もう少し詳しく見たものですが、中学校や高校

の生徒は３月の第１週に少し増加傾向にありま

したが、第２週になって減っています。その代

わり乳幼児、児童が相変わらず増加傾向です。 

 次のページを御覧ください。 

 大分県は２月１７日以来、幼児教育・保育施

設に対して１人でも感染者が出て、クラス内に

感染が広がるおそれがある場合は、大変申し訳

ないですが５日間、当該クラスの登園自粛をお

願いしています。 

それによって、クラスターそのものも少し減

っていますが、緑色の折れ線で示した一つのク

ラスター当たり何人のお子さんが感染するか、

その人数も順調に減っていました。それまで１

７人ぐらいだったのが８人まで減りましたが、

先週は幼児教育・保育施設で非常に大規模な４

０人近い感染者が出た結果、またこの数字が上

がってきています。 

 これは、この保育施設でもすぐに登園自粛を

かけていただきましたが、どうも地域でのコロ

ナ感染が非常に拡大していて、複数の園児が同

時に感染した結果、一つのクラスではなく複数

のクラスで同時期に広がったために規模が大き

くなったと分析しています。 

 下のグラフは保育園児と家族、つまり二次感

染で、家族に広がった感染者も含めて保育園由

来の感染者がどう推移しているかを見ています

が、登園自粛の要請をしてからは順調に減って

きていると。先週は若干増えましたが、それで

もこの要請をする前よりも低い数字にとどまっ

ています。 

 こうした登園自粛の要請は、県としては十分

効果が出ていると考えますが、ちょうど今日が

卒園式の保育園もあるし、今週末から来週にか

けて幼稚園も卒園式を迎えるので、それまでこ

ういう対応の御協力をお願いしています。 

 では、次のページを御覧ください。 

 これは、直近３週間の５歳刻みの感染状況を

お示ししたものです。ちょっと分かりにくいグ

ラフになっていますが、０歳から４歳、５歳か

ら９歳と、やはり１０歳未満が直近の３週間は

多いことが分かると思います。また、その子ど

もの親世代になる３０代から４０代前半にかけ

ても多くなっています。 

 そして、このグラフで注目していただきたい

のは６０代から８０代の高齢者がきれいにここ

へ来て下がっています。これはワクチンの３回

目接種が高齢者は進んでおり、現在７割近い方
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が３回目の接種を終えています。こうした３回

目接種が進んだことにより、当該世代の感染が

減ったものと評価しています。 

 それから、次の下のグラフは１歳ごとにどの

学年のお子さんの感染が多いのかを見たもので

す。やはり小学校低学年や保育園児の４歳から

６歳ぐらいが多いですが、注目していただきた

いのは１３歳から１５歳で中学生の年代です。 

この年代は、この３週間ずっと他の世代に比

べて感染が少ない状況が続いています。中学生

になれば、マスクの適切な着用や手洗いといっ

た感染対策がしっかりできることが、他の年代

と比べて感染者が少ないことにつながっている

と考えます。 

 また、１８歳をちょっと注目していただきた

いのですが、１８歳は２月の第４週から次の薄

い黄色で３月の第１週に急に増え、３月の第２

週にまた減っていますが、ちょうど３月１日前

後に高校の卒業式がありました。 

卒業式の後、仲の良い友達で食事をしたり、

カラオケを楽しんだりといったこともあって、

この年齢に感染が一時的に広がりました。それ

がどんどん感染拡大するか心配しましたが、次

の週には落ち着いているので少しほっとしてい

ます。高校３年生にしてみると、就職や進学が

決まって４月までの一番楽しい時期なので、感

染対策に気を付けながら楽しんでいただければ

と、教育委員会からもそうした通知を出してい

ただいています。 

 では、次の１１ページを御覧ください。 

 これは、家庭内感染の感染源を調べたもので

す。さきほど御紹介したように、今回この家庭

内感染が圧倒的に多いですが、どの年代が家庭

内に感染を持ち込んでいるのかを分析したとこ

ろ、やはり乳幼児が一番多く、次いで児童生徒

で５４％、子どもたちが家庭内に感染を持ち込

んでいる状況でした。 

 これまでオミクロン株までは大人が子どもに

感染を広げるという逆のパターンでしたが、オ

ミクロン株は保育園や幼稚園、学校等で感染が

広がり、それが家庭に広がるという構成になっ

ています。ただ、来週以降は春休みになるので、

子どもの間での感染拡大は少し一段落すると思

われます。そういう意味では、来週以降は逆に

大人の年度末の送別会等で会食の機会が増え、

大人の感染が広がり、今度は大人が家庭内に感

染を広げることに少し気を付けていただくこと

が必要と考えます。 

 では、次の１２ページを御覧ください。 

 これは、市町村ごとの直近３週間の感染状況

を見たものです。各自治体とも順調に下がって

きています。例外的に津久見市、竹田市、豊後

高田市が増えていますが、いずれも小学生とか

中学生に感染が広がり、その家族に感染が広が

る形で増えています。他の自治体においても結

構増えたり減ったりと大きな変動があり、クラ

スターが発生すると、どうしても人口１０万人

当たりの新規感染者数は増えるのでクラスター

が出れば増える。最近は、クラスターも少しず

つ落ち着いてきたので全体的に落ち着いてきて

います。 

 最後のページを御覧ください。 

 ワクチンの接種状況です。さきほど高齢者に

ついては７割と申しましたが、全人口に対して

３回目接種を終えた方が、この表の総計の数字

を見ていただくと３４．２％、３９万人に接種

を終えています。これまでに２回接種を終えた

方がその下にある８９万人くらいですから、８

９万人のうち３９万人、４４％が３回目接種を

終えたことになります。 

 さきほども今回の感染者の減少の要因として

３回目接種が進んできたことを上げましたが、

今、１日に１万１千人のペースで３回目の接種

が進んでいます。これが進んでいくことで、何

とかこの感染の減少基調を続けられればと思っ

ていますが、ＢＡ．２が増えたり年度末の人の

動き、あるいは送別会といった会食が増えるこ

とも注視しながら、今後見ていきたいと思いま

す。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

平岩委員 ２点教えていただきたいのですが、

私も家族も３回目を打ちました。 
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ファイザー、ファイザー、モデルナでしたが

それまで何ともなかったのに、３回目を打った

後に発熱、悪寒、体調不良と家族みんなそうな

ったので、そういう傾向なのかと。 

そういう話を聞きますが、ちょっと不安だっ

たのと、外国では４回目ワクチンの話が出てい

るので、それが見通しとしてどうなるのかを教

えてください。 

藤内理事兼審議監 確かに２回目に比べて３回

目に副反応が出たという方もいますが、統計的

には２回目と３回目、特にモデルナは接種量を

減らしたことで、２回目と３回目の副反応の出

現率はあまり差がないという報告もあります。

私も２回目よりも３回目の方がちょっと熱が出

たりしたので、人によってはそういう傾向があ

るのかもしれませんが、統計的にはそんなに大

きな差はないと認識しています。 

 それから、４回目については国で接種に必要

なワクチンは確保したというアナウンスがあり

ました。実際に４回目のワクチンをどのタイミ

ングでどういう形で打っていくのか。今回、３

回目のワクチンの有効性――３回目の率が上が

ってきて感染が下がってきたところを見ると、

あとイスラエルのように既に４回目に着手して

いる国もあるので、そうした４回目の効果をし

っかり見極め、これは県で判断することではな

いですが、そうした国の動きはしっかり注視し、

４回目が必要になったときにタイミングよく迅

速に接種できる体制はしっかり整えていきたい

と考えています。 

末宗委員 ３ページで、要するに今コロナが減

ってきたけど、第５波とかに比べてまだずっと

多いです。緊急事態宣言とかいろいろな対策を

取りよったときより多く、もう減ってきたと言

うけど、要するにコロナという病気、今度は余

り大したことないんじゃないか。 

だから、大分県なんか一番にまん延防止をや

めたじゃない。それはそれでいいか悪いかは別

として、飲み屋とかがなかなか客が戻らなかっ

たと言うんです。これは商工観光労働企業委員

会で言わないといけないかも知らんけど、減ら

んのに解除したから補助金も出なくなったんで

す。その不満が結構多かったです。そういうと

ころで、大分県はコロナが少ないとかと威張っ

ているのか知らんけど、現実は不満の方が大き

かった感じだったね。 

 それとコロナ、今度はそんなに大したことは

ないだろうけど、今ブラジルとかでまた新種が

出てきよるじゃない。どんなので、どういう影

響が出そうなのか、その辺りの見解を言っても

らいたい。 

藤内理事兼審議監 まん延防止等重点措置の解

除により、飲食店には客がまだ戻っておらず、

かつ協力金もなくなったのでということについ

ては、商工観光労働部の話なので、私から回答

は控えさせていただきます。（「ここが推奨し

たんだろう」と言う者あり）いえいえ、これは

新型コロナウイルス感染症対策本部で決定した

ものです。 

 二つ目の、ブラジルで出た新しい変異株につ

いて説明します。 

 デルタクロンという名前で呼ばれていて、デ

ルタ株とオミクロン株の合いの子と言うか、デ

ルタ株の一部の遺伝子とオミクロン株の一部の

遺伝子が組み合わさってできたものです。 

これは、昨年の１２月ぐらいから世界各国で

デルタ株からオミクロン株に置き換わる途中で

組換えが起こってそういうのが出ていて、ぱら

ぱら散見されます。それがその地域で増えて新

しい変異株として、今回のようにデルタ株がオ

ミクロン株に換わってどんどん増えるというこ

とは今のところなさそうだと。 

むしろ、さきほどのＢＡ．２の方がヨーロッ

パで増えているし、東京でも先週の数字がとう

とう３０％近くまで増えてきているので、むし

ろＢＡ．２が国内でも増えてきて、一旦下がっ

てきたものがまた増えていく可能性があると警

戒しています。 

末宗委員 ブラジルの変異株の症状はどうなの。

大したことはないの。 

藤内理事兼審議監 デルタクロンの症状そのも

のはオミクロンとかデルタとあまり変わりはな

いと。もちろん数が少ないので、それについて

統計的に重症度がどうだとか、感染力がどうだ
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というデータはまだありません。 

衛藤委員長 次に、②から⑤について説明をお

願いします。 

小野医療政策課長 委員会資料の６ページを御

覧ください。  

大分県循環器病対策推進計画について御説明

します。お手元に計画本文をお配りしています

が、説明は委員会資料で行います。  

はじめに左上の第１章にあるとおり、本計画

は、循環器病対策基本法に基づき策定するもの

で、計画期間は医療計画の終期にあわせ、令和

４年度から５年度までの２年間としています。  

計画の内容は、前回の委員会で御説明したと

おり第３章で計画の全体目標を掲げ、この達成

に向け右側の第４章個別施策にあるとおり、１

循環器病予防・正しい知識の普及啓発及び２保

健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の

充実の二つを柱に、取組を進めることとしてい

ます。   

次に、右下のパブリックコメントの実施状況

ですが、本委員会でのドクターヘリについての

御意見等を計画に盛り込み、昨年１２月２７日

から本年１月２７日にかけて行いました。提出

された意見は４件で、計画へ反映したものが２

件、計画の推進にあたり留意すべきものとした

ものが２件となっています。  

  お手元に配布している計画本文については、

今後、公表する予定です。 

阿部高齢者福祉課長 委員会資料の７ページを

御覧ください。  

介護事業者認証評価制度の創設について御説

明します。  

介護人材の確保は喫緊の課題であることから、

このたび、おおいた働きやすくやりがいのある

介護の職場認証制度を新たに創設することとし

ました。  

本制度の１目的としては、介護職員の人材育

成等に取り組む事業者を評価し、見える化する

ことにより介護業界全体のボトムアップを図り、

介護人材の確保を支援するものです。  

２の取組内容としては、職員のやりがいと働

きやすさが両立する職場づくりを支援し、実践

している事業者に認証を付与するものです。  

３の対象者は、介護保険サービスの提供事業

者で法人単位での申請となり、４の認証基準は

（１）新規採用者が安心して職場環境に慣れ、

仕事を身に付け、定着していくための取組があ

るなど四つからなっており、具体的な評価項目

は基準毎に６項目、計２４項目あります。  

資料右上、５の認証取得までの流れについて

は、まず認証を希望する事業者が、①参加宣言

を行い、すべての評価項目のクリアを目指し、

②認証への取組を進め、県は課題別セミナーの

開催等によりその取組を支援します。次に、事

業者はセルフチェックにより、すべての評価項

目を確認後、必要書類を添付して③認証申請を

行い、県が書面と現地確認により④認証審査し

⑤認証付与を行うこととなります。  

６の認証取得のメリットとして、事業者にお

いては県の認証事業者としてＰＲすることで人

材の確保につながるほか、県補助金の採択や就

職フェアの出展条件などを優遇することを予定

しています。また、求職者においては人材育成

等に積極的に取り組む事業者を選択しやすくな

ります。  

最後に、７の今後のスケジュールについて、

（１）参加宣言は来年度から随時受け付けます

が、（２）認証申請については年２回、前期と

後期に分けて受付を行い、（３）認証付与も年

２回、前期受付分が１０月頃、後期受付分が３

月頃を予定しています。なお、来週の３月２３

日にオンラインによる事業説明会を開催の予定

です。  

また、右下のロゴマークには県内の介護事業

所において、福祉がふくらむ、夢がふくらむ、

希望がふくらむという想いを込めて、ふくふく

認証という愛称を付けています。  

今後は、この愛称により制度の普及を進めて

いきたいと考えています。 

中川健康づくり支援課長 委員会資料の８ペー

ジをお開きください。  

健康寿命日本一への取組について御説明しま

す。  

昨年末に国が公表した令和元年の大分県の健
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康寿命は、男性が７３．７２歳で全国１位、女

性が７６．６０歳で全国４位と、それぞれ大躍

進を遂げました。  

これは、平成２８年に実施した県民健康意識

行動調査で明らかになった健康課題を解決する

ため、さっそく同年、健康寿命日本一おおいた

創造会議を立ち上げ、以来、官民を挙げて地道

に取り組んできた結果が奏功したものと考えて

います。  

まず、大分県民は総じて塩分摂り過ぎ、野菜

不足、運動不足であったことから、減塩マイナ

ス３グラム、野菜摂取３５０グラム、歩数プラ

ス１，５００歩を三つの鍵として、様々な施策

を実施しました。また、高齢世代に対しては生

涯現役社会の構築に向け、住み慣れた地域でい

きいきと自立した生活を送っていただけるよう

地域の公民館等で体操などを行う通いの場の立

ち上げや、介護予防に注力しました。 

さらに、働く世代に対しては健康経営事業所

を増やし、事業所ぐるみでの健康づくりを推進

しました。こうして、世代ごとへのアプローチ

も変えながら各種施策に力を入れてきた健康寿

命ですが、一方で課題もあります。  

一つは、この健康寿命は調査年によって順位

に大きな変動が起こりうること。二つは、公表

までに２年のタイムラグがあり毎年の評価が困

難であること。そして三つは、自覚的・主観的

な申告による調査結果から算定されることもあ

り、取り組むべき課題の分析・評価が難しいこ

とです。  

そこで県では、健康寿命のさらなる延伸に向

け、新たな客観的評価指標を設けることにしま

した。資料の左下にあるように、お達者度、有

所見率、健診受診、生活習慣と健康行動、つな

がりの五つの分野で構成する計１２からなる指

標です。この指標は市町村ごとに数値が毎年更

新され、地域ごとの強みや弱みが明確になり、

より効果的な対策が講じやすくなります。さら

に、来年度はその右側のとおり、創造会議の中

に実務者による健康寿命延伸アクション部会を

新設し、市町村の優れた取組を横展開していこ

うと考えています。  

今後とも、様々な施策を通じて男女とも健康

寿命日本一に果敢に挑戦するので、引き続き、

委員の皆様の御指導とお力添えを賜りますよう

お願いします。 

河野こども・家庭支援課長 委員会資料の９ペ

ージを御覧ください。  

ヤングケアラーに関する実態調査について、

御説明します。  

  大分県内のヤングケアラーの実態を把握し、

必要な支援施策の検討を行うため、ヤングケア

ラーに関して初めての全県的な調査を実施しま

した。  

２の調査概要を御覧ください。調査は三段階

で行いました。まず、市町村要保護児童対策地

域協議会における調査では、共同管理台帳に登

載されているヤングケアラーは６７件でした。  

次に、先行調査として、小中学校の教員や家

庭の介護事情に詳しいケアマネージャー等に対

し、独自に抽出調査を行いました。その結果、

県下全域で３００人程度のヤングケアラーが存

在するとの推計値が得られました。 

次に、より詳細な実態把握のため、公私立学

校の小学校５年生から高等学校３年生の児童生

徒約８万人に対して悉皆調査を実施しました。

学校を通じてＷｅｂ調査を実施したこともあり、

回収率は全体で７２％と高くなっています。ま

た、こうした三段階調査は全国でも大分県を含

め３県のみであり、全体調査として詳細に小５

から高３の悉皆調査を行ったのは大分県のみと

なっています。  

  次に、資料１０ページの全体調査の主な結果

①を御覧ください。調査の結果、世話をしてい

る家族がいると回答したのは回答者全体で４．

０％でした。また、資料右側にあるとおり、世

話をしているためやりたいけれどできないこと

があると回答したのは回答者全体で１．３％で

した。中には、学校に行きたくてもいけない、

進路変更を考えざるを得ない等の深刻な影響を

受けている方もいました。  

また、自由記載欄では、学校から帰ったらす

ぐに保育園に迎えに行かなければならないので

休む時間がない、体温や血圧の測定、薬の準備
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をしている、アルバイトをして家計を支える等

の記載がありました。  

  次に、資料１１ページの全体調査の主な結果

②を御覧ください。具体的な世話の状況につい

てですが、資料左側にあるとおり、世話をして

いる家族がいる方の中で、自分のみで世話をし

ている方が１４％、世話を始めた年齢は、就学

前の方が５．６％でした。  

また、真ん中の円グラフのとおり、世話をし

ている家族がいる方の中で、世話の時間が７時

間以上と回答したのが平日で８．４％、休日で

２０％でした。 

さらに、資料左下にある学校や大人に助けて

ほしいことや手伝ってほしいことでは、自由に

使える時間が欲しいが１１．６％で最も高く、

自由記載欄では父親が家事や世話をするよう説

得してほしい、スーパーに一人で行くことが多

いので、手助けしてほしい等の記載もありまし

た。  

その右側、世話をしている家族別の世話をす

ることに感じているきつさでは、兄弟姉妹を世

話している場合、特にきつさは感じていないと

回答した者が７２．４％と最も高く、父母の場

合は５５．６％と最も低くなっています。  

次に、資料１２ページの全体調査の主な結果

③を御覧ください。ヤングケアラーの認知度は

低く、聞いたことはないと回答したのは回答者

全体で７０．２％でした。聞いたことがある方

が知ったきっかけは、テレビ、新聞、ラジオが

最も高く、次いで学校でした。  

最後に、資料１３ページの考察を御覧くださ

い。１の大分県内での支援が必要なヤングケア

ラーについてですが、今回の調査によって、県

内に世話をしていることで困りごとを抱えてい

る児童生徒が約１千人いることが分かりました。

特に、深刻な影響が出ている児童生徒に対して

は早急な対応が求められます。  

次に、２の周囲の気付きについてですが、三

段階の調査をしたことで、要保護児童対策地域

協議会や周囲の大人が把握できていないが、家

族を世話していることで困りごとを抱えている

方がたくさんいることが分かりました。このこ

とは、正にヤングケアラーは周囲の大人が気付

きにくいことを示していると考えます。 

最後に、３のヤングケアラーの認知度につい

ては知ったきっかけが学校という回答が２番目

に高く、児童生徒にとって身近な学校を通じた

周知活動が有効であると考えられます。また、

全体調査で悉皆調査を行ったことも認知度の向

上に繋がったと考えています。なお、今回の調

査結果の詳細については、県庁ホームページで

も公表しています。また、居住地ごとの調査結

果を各市町村に提供するとともに、学校ごとの

調査結果を市町村教育委員会や私立学校に提供

しています。 

衛藤委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。 

馬場委員 さきほどヤングケアラーのお尋ねを

しましたが、教育、学校との連携と言うか、ス

クールソーシャルワーカーもいると思いますが、

その辺はどのように考えられていますか。 

河野こども・家庭支援課長 子どもに身近な学

校での気付きがとても大切と考えています。調

査段階でも教育委員会及び私立学校等の協力を

得て実施しており、今後、対策等も一緒になっ

てやっていきます。 

 県教育委員会では、来年度予算でスクールソ

ーシャルワーカーやスクールカウンセラーの体

制強化を図ることとしています。今回の調査結

果を学校や私立学校も含めてお返ししているの

で、子どもの困りを受け止める体制をつくって

いきたいと考えています。 

 また、来年度は予算概要１０２ページにヤン

グケアラー等支援体制強化事業費を組んでいま

すが、その中でも学校教職員に向けた研修等を

来年度はＷｅｂ実施します。そのほか、市町村

要対協を通じて市町村が中心となった支援を行

っていくことを考えています。 

工藤審議監 学校現場との連携は、我々福祉保

健部としては欠かせないものと考えています。 

ただ一方で、数年来、学校現場の先生は、い

ろんな調べ物に追われて土日もないという声を

数年前からたくさん聞いています。 



- 40 - 

 今回の調査も、学校現場、教員にかなり御負

担がかかった部分もあると思いますが、今回、

タブレット端末を全て生徒が持っていて、かな

り高い回答率を得られたし、おそらく学校現場

で先生方が尽力していただくエネルギーも多少

なりとも軽減されていると思います。 

 今、せっかくタブレットを配備したので、先

生の御負担を余り大きくすることなく効果的な

連携を進めていくため、いろいろ相談させてい

ただきたいと思います。 

馬場委員 僕が学校現場との連携を考えたのは

例えば、子どもの貧困対策の計画も学校プラッ

トフォームでやりましたが、結局、具体的に子

どもが、例えば、ヤングケアラーだとそこから

抜け出せるか、貧困から抜け出すところとかが

いろいろ全て違ってくると思います。 

子どもたちが、そこから脱出できることが本

当にできてほしいという思いで言わせていただ

きました。 

衛藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあま

せんか。 

猿渡委員外議員 介護の現場のふくふく認証は

いいことだと思いますが、どういう形で把握し

ていくのかをお聞きします。 

 介護現場の方から、経営者、代表者も非常に

質の問題で悩んでいるし、働いている方もいい

仕事がしたいけど、なかなか自分自身が成長で

きない悩みを抱えているという声も聞きます。 

 それで、私は予算特別委員会で派遣型の指導

が必要ではないかと言ったら、ＩＣＴについて

のＤＸアドバイザーは派遣していくということ

ですが、質の向上に向けての派遣も必要だと思

います。 

非常に閉ざされた空間で虐待とか、質の問題

でいろんな不適切なケアとかがあっても職員は

なかなか声をあげづらいので、現場に入ってい

って実際中身を見て認証し、改善のための具体

的な指導もあわせてしていくことが必要と思い

ますが、いかがでしょうか。 

阿部高齢者福祉課長 今回の認証基準について

は、そちらの資料に書いているように全部で２

４項目、それぞれ具体的な項目があります。 

 例えば、今回特に大分県で力を入れているの

は（１）の新規採用者、３年未満が６割離職す

ることから新規に採用する方の環境を良くしよ

うと、例えば新規採用者のための研修を実施し

ている、また、育成のための担当者を決めてい

る、あるいは面談を実施していると、そういっ

た項目をそれぞれでセルフチェック、また、そ

の後、申請するときには自らがそれらをクリア

したということで申請を受けるわけですが、そ

の際に、さきほど申したように書類はもちろん

ですが、私どもが実際現地に行きます。 

現地に行って、実際それが本当にちゃんと機

能しているかも伺って判断するようにしている

ので、さきほど言われたような外部の者が実際

に行って有効に機能する形で──この認証制度

は、そういった環境、質の向上を図れるように

県が後押しをするのが狙いです。 

そして、業界全体のボトムアップが図れれば

と思っているので、そういった形で県としても

アプローチしていきます。 

猿渡委員外議員 現場に行くということなので、

あわせて指導もできる形を取っていただけると

ありがたいと思います。 

 それと要望ですが、ヤングケアラーとか貧困

の問題とかで、中学生、高校生とかはスマート

フォンを持っている場合が多いと思います。 

スマートフォンでいろんな制度を検索できる

ので、子どもたちに使える制度を検索して調べ

てもらうとか市役所に相談する、高校を卒業し

て大人になってからもそういうことで使える制

度をどんどん自分で調べて使ってもらう。 

市役所にとにかく相談して、そこからまた相

談先を教えてもらうことができると知らせてお

くことが大事だと思うので、それは要望にして

おきます。 

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

で諸般の報告を終わります。 

予定していた案件は以上ですが、この際、ほ

かに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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衛藤委員長 ほかにないようなので、これをも

って、福祉保健部関係の審査を終わりますが、

ここで、私からお礼を申しあげます。 

  〔衛藤委員長挨拶〕 

  〔山田福祉保健部長挨拶〕 

衛藤委員長 ありがとうございました。 

それでは、これをもって、福祉保健部関係の

審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 

  〔福祉保健部退室〕 

 

衛藤委員長 このメンバーでの委員会はこれで

最後になりますが、この際、ほかに何かありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

衛藤委員長 別にないようですが、本日の委員

会が、このメンバーによる最後の委員会であり

ますので、一言御挨拶申し上げます。 

  〔衛藤委員長挨拶〕 

衛藤委員長 これをもって、福祉保健生活環境

委員会を終わります。 

１年間、大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


